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米
国
法
に
お
け
る
公
共
信
託
法
理
の
半
世
紀
（
一
）

―
―
自
然
資
源
法
に
お
け
る
持
続
可
能
性
へ
の
挑
戦
―
―

松

本

充

郎

一
．
は
じ
め
に

二
．
米
国
の
判
例
法
上
の
公
共
信
託
法
理

（
以
上
、
本
号
）

三
．
公
共
信
託
法
理
を
め
ぐ
る
学
説
の
対
立
状
況

四
．
モ
ノ
湖
事
件
後
の
米
国
水
法
に
お
け
る
公
共
信
託
法
理
を
め
ぐ
る
実
務
上
の
展
開

五
．
水
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
け
る
公
共
信
託
法
理
の
半
世
紀

一

は
じ
め
に

公
共
信
託
法
理
を
め
ぐ
る
議
論
の
嚆
矢
と
な
っ
た
ジ
ョ
セ
フ
・
サ
ッ
ク
ス
「
自
然
資
源
法
に
お
け
る
公
共
信
託
法
理
：
効
果
的
な
司

法
介
入
」（
以
下
一
九
七
〇
年
サ
ッ
ク
ス
論
文
）
は
、
主
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
・
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
三
州
の

裁
判
例
を
比
較
検
討
し
、
判
例
法
理
か
ら
公
共
信
託
法
理
の
構
成
要
素
の
抽
出
お
よ
び
再
構
成
を
試
み
て
お
り(1
)、
そ
の
後
も
多
数
の
論

考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
日
本
で
も
、
公
共
信
託
法
理
を
め
ぐ
っ
て
は
、
原
田
尚
彦
・
木
村
実
・
畠
山
武
道
・
荏
原
明
則
の
論
考
な
ど
、
一
九
九
〇
年

代
ま
で
の
判
例
・
学
説
の
展
開
に
つ
い
て
、
一
定
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る(2
)。
し
か
し
、
日
本
の
先
行
研
究
は
、
畠
山
武
道
「
第
⚒
章

人
々
か
ら
信
託
さ
れ
た
財
産
」『
ア
メ
リ
カ
の
環
境
保
護
法
』（
以
下
畠
山
論
文
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
行
政
法
に
お
け
る
行

政
過
程
論
・
行
政
救
済
法
・
公
物
管
理
法
を
念
頭
に
置
き
、
米
国
お
よ
び
サ
ッ
ク
ス
理
論
に
お
け
る
実
体
的
な
環
境
配
慮
を
め
ぐ
る
機

能
的
代
替
理
論
の
み
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
米
国
の
公
共
信
託
法
理
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説
は
、
第
一
に
、
実
体

的
な
環
境
配
慮
を
め
ぐ
る
機
能
的
代
替
理
論
の
検
討
に
加
え
て
、
本
来
の
適
用
対
象
で
あ
る
海
洋
・
可
航
水
路
か
ら
の
適
用
拡
大
の
是

非
に
関
す
る
議
論
を
深
め
て
い
る(3
)。
第
二
に
、
公
共
信
託
法
理
に
基
づ
く
司
法
介
入
が
も
た
ら
す
民
主
的
意
思
決
定
と
の
緊
張
関
係
や
、

州
憲
法
上
の
環
境
権
に
基
づ
く
介
入
お
よ
び
公
共
信
託
法
理
に
基
づ
く
介
入
の
異
同
に
つ
い
て
議
論
を
蓄
積
し
て
い
る(4
)。
第
三
に
、
モ

ノ
湖
事
件
判
決
後
、
公
共
信
託
法
理
の
運
用
を
通
じ
て
環
境
政
策
が
現
実
に
変
化
し
た
か
否
か
が
問
題
と
な
る
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
水
法
に
つ
い
て
は
運
用
実
態
に
つ
い
て
実
証
研
究
が
登
場
し
て
い
る(5
)。

翻
っ
て
、
日
本
で
も
、
一
九
七
〇
年
に
は
大
阪
弁
護
士
会
が
環
境
権
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
一
九
七
三
年
に
は
そ
の

成
果
を
公
表
し
た(6
)。
一
九
九
三
年
に
は
環
境
基
本
法
・
一
九
九
七
年
に
は
環
境
影
響
評
価
法
を
制
定
・
施
行
す
る
と
と
も
に
、
河
川
法

改
正
に
お
い
て
治
水
・
利
水
に
加
え
て
環
境
配
慮
を
法
律
の
目
的
に
組
み
込
み
、
二
〇
〇
四
年
に
は
行
政
事
件
訴
訟
法
を
改
正
し
た
。

米
国
法
は
、
行
政
訴
訟
全
般
に
お
い
て
原
告
適
格
を
広
く
認
め
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
理
で
あ
る
公
共
信
託
法
理
を
活
用
し
環
境
影

響
評
価
法
に
お
い
て
包
括
主
義
を
と
る
等
の
点
で
、
法
的
背
景
は
全
く
異
な
る
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
、
水
お
よ
び
流
域
環
境
の

持
続
可
能
性
を
法
政
策
に
お
い
て
実
現
す
る
上
で
理
論
的
・
実
務
的
な
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
一
九
七
〇
年
サ
ッ
ク
ス
論
文
・
畠
山
論
文
等
（
以
下
「
拡
大
適
用
説
」）
に
お
い
て
公
共
信
託
法
理

の
適
用
例
と
さ
れ
る
裁
判
例
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
モ
ノ
湖
事
件
判
決
ま
で
の
米
国
の
判
例
法
上
の
公
共
信
託
法
理
の
構
成
要
素
を
抽

論 説
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出
す
る
（
第
⚒
章
）。
次
に
、
適
用
拡
大
説
に
対
す
る
批
判
学
説
（「
拡
大
適
用
慎
重
説
」）
と
し
て
バ
ー
ト
ン
・
ト
ン
プ
ソ
ン
の
論
考

を
取
り
上
げ
、
特
に
モ
ノ
湖
事
件
判
決
の
多
数
意
見
と
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
裁
判
官
の
反
対
意
見
を
対
比
し
、
本
稿
が
ト
ン
プ
ソ
ン
説
・

リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
反
対
意
見
を
支
持
す
る
こ
と
を
示
す
（
第
⚓
章
）。
さ
ら
に
、
デ
イ
ヴ
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
論
考
を
手
掛
か
り
と
し
て

モ
ノ
湖
判
決
後
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
判
例
・
学
説
・
実
務
の
展
開
を
記
述
し
、
同
州
に
お
い
て
公
共
信
託
法
理
が
現
実
に
果
た
し

た
役
割
―
裁
判
所
の
鉾
で
は
な
く
行
政
の
盾
と
し
て
の
役
割
―
を
示
す
（
第
⚔
章
）。
最
後
に
、
第
⚒
章
か
ら
第
⚔
章
ま
で
の
議
論
を

要
約
し
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
探
る
。

二

米
国
の
判
例
法
上
の
公
共
信
託
法
理(7
)

二
―
⚑

公
共
信
託
法
理
の
歴
史
的
淵
源

現
代
の
公
共
信
託
法
理
の
歴
史
的
淵
源
は
、
ロ
ー
マ
法
お
よ
び
英
国
法
に
お
い
て
、
海
・
海
岸
・
河
川
等
に
関
す
る
権
利
の
性
格
に

見
出
さ
れ
る
。
第
一
に
、
航
行
お
よ
び
漁
撈
等
の
利
益
は
公
衆
の
た
め
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
用
に
供
さ

れ
る
財
産
は
、
国
家
が
特
段
の
制
約
な
く
私
人
に
譲
与
で
き
る
財
産
と
は
区
別
さ
れ
る
。
第
二
に
、
共
通
財
産
―
海
岸
・
道
路
・
河
川

―
は
恒
久
的
に
公
衆
の
用
に
供
さ
れ
る
が
、
公
衆
に
執
行
可
能
な
権
利
が
あ
る
か
否
か
は
明
確
で
は
な
い
。

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
、
海
や
海
岸
は
、
共
通
財
産
で
あ
り
、
私
人
が
所
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
英
国
法
に
お
い
て
、
国
王
は
私
人
に
対
し
て
海
や
海
岸
等
の
国
有
財
産
を
恣
意
的
に
譲
与
で
き
な
い
が
、
こ
の
制
限
は
議
会
に

は
及
ば
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
る
と
、
英
国
議
会
は
、
ポ
リ
ス
パ
ワ
ー
（
規
制
権
限
）
を
通
じ
て
公
衆
の
権
利
を
拡
げ
た
り
縮

め
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
米
国
法
は
両
方
の
混
合
版
で
あ
り
、
米
国
法
に
お
い
て
、
公
共
信
託
財
産
は
私
人
に
対
し
て
譲
与
可
能

で
あ
る
が
、
公
共
信
託
財
産
の
譲
受
人
の
権
利
は
公
衆
の
用
益
権
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ホ
ー

米国法における公共信託法理の半世紀（一）
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ム
ス
テ
ッ
ド
法
そ
の
他
の
類
似
の
法
律
に
お
い
て
、
干
潟
（
海
岸
の
土
地
の
う
ち
高
潮
線
と
低
潮
線
の
間
の
土
地
）
は
、
制
限
な
く
譲

与
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る(8
)。

二
―
⚒

米
国
の
判
例
法
上
の
公
共
信
託
法
理

公
共
信
託
法
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
用
を
幅
広
く
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
説
（
拡
大
適
用
説
）
と
そ
の
適
用
に
は
慎
重

で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
説
（
拡
大
適
用
慎
重
説
）
が
対
立
し
て
お
り
、
前
者
の
代
表
的
論
客
が
ジ
ョ
セ
フ
・
サ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
後
者

の
代
表
的
論
客
が
バ
ー
ト
ン
・
ト
ン
プ
ソ
ン
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
サ
ッ
ク
ス
が
公
共
信
託
法
理
の
代
表
的
適
用
例
と
位
置
付
け
た
イ
リ
ノ
イ
州
・
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
・
ウ
ィ
ス
コ
ン

シ
ン
州
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
裁
判
例
に
つ
い
て
検
討
し
、
拡
大
適
用
説
が
主
張
す
る
公
共
信
託
法
理
の
特
徴
の
析
出
を
試
み
る
。

二
―
⚒
―
⚑

イ
リ
ノ
イ
州

ま
ず
、
公
共
信
託
法
理
の
指
導
的
原
理
を
示
す
裁
判
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
イ
リ
ノ
イ
セ
ン
ト
ラ
ル
事
件
で
あ
る
。

①

イ
リ
ノ
イ
セ
ン
ト
ラ
ル
事
件(9
)

一
八
六
九
年
、
イ
リ
ノ
イ
州
議
会
は
、
イ
リ
ノ
イ
セ
ン
ト
ラ
ル
鉄
道
に
対
し
て
、
水
没
地
を
単
純
不
動
産
と
し
て
払
い
下
げ
る
譲
与

法
を
制
定
し
た
（
本
件
土
地
）。
払
い
下
げ
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
ミ
シ
ガ
ン
湖
の
湖
底
を
含
む
湖
畔
の
奥
行
一
マ
イ
ル
・
シ
カ
ゴ

の
中
央
ビ
ジ
ネ
ス
街
に
沿
っ
た
幅
一
マ
イ
ル
の
土
地
で
あ
っ
た
。
本
件
土
地
は
、
シ
カ
ゴ
市
の
す
べ
て
の
商
業
的
ウ
ォ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン

ト
を
含
む
極
め
て
価
値
の
高
い
千
エ
ー
カ
ー
以
上
の
土
地
で
あ
っ
た
。
一
八
七
三
年
に
は
、
本
件
土
地
の
譲
与
処
分
の
条
件
が
譲
受
人

に
と
っ
て
あ
ま
り
に
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
州
議
会
は
一
八
六
九
年
の
譲
与
法
を
廃
止
し
た
。
本
件
は
、
イ
リ
ノ
イ
州
が
イ
リ
ノ

イ
セ
ン
ト
ラ
ル
鉄
道
・
シ
カ
ゴ
市
・
連
邦
政
府
を
相
手
取
り
、
連
邦
裁
判
所
に
提
訴
し
た
、
ミ
シ
ガ
ン
湖
畔
の
シ
カ
ゴ
市
の
湖
岸
線
沿

い
の
水
没
地
お
よ
び
埋
立
地
の
所
有
権
確
認
訴
訟
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
反
対
訴
状
が
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

論 説
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連
邦
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
州
議
会
の
主
張
を
一
部
認
め
た
。

｢本
節
は
二
つ
の
対
象
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
特
許
状
に
お
い
て
州
に
よ
っ
て
譲
与
さ
れ
た
鉄
道
会
社
が
主
張

す
る
…
…
水
没
地
…
…
の
権
利
の
確
認
で
あ
る
。
他
の
対
象
は
、
港
湾
内
の
水
没
地
の
鉄
道
会
社
に
対
す
る
譲
与
で
あ
る
。」
一

件
目
の
土
地
つ
い
て
は
、
州
議
会
に
お
い
て
、
当
初
、
シ
カ
ゴ
市
へ
の
譲
与
の
根
拠
法
が
提
案
さ
れ
た
が
当
初
の
目
的
は
変
更
さ

れ
、
最
終
的
に
は
鉄
道
会
社
へ
の
譲
与
の
根
拠
法
が
成
立
し
た
。
二
件
目
の
土
地
に
つ
い
て
、「
州
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
り

潮
水
下
の
土
地
の
権
原
を
有
す
る
の
と
同
様
、
ミ
シ
ガ
ン
湖
の
可
航
水
路
の
下
の
水
没
地
に
対
す
る
権
原
を
有
す
る
」。
し
か
し
、

本
件
水
没
地
は
、
州
が
売
却
用
に
所
有
す
る
土
地
と
は
性
格
が
異
な
る
。「
州
民
が
私
人
の
妨
害
や
介
入
か
ら
自
由
に
、
水
域
を

航
行
し
、
水
域
上
で
通
商
を
行
い
、
漁
撈
の
自
由
を
享
受
す
る
た
め
に
、
州
民
か
ら
信
託
さ
れ
た
財
産
で
あ
る
」。「
信
託
を
目
的

と
す
る
州
の
統
制
は
、
そ
の
区
画
が
公
衆
の
利
益
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
場
合
ま
た
は
残
り
の
土
地
お
よ
び
水
域
に
お
け
る
州
民

の
利
益
を
実
質
的
に
毀
損
す
る
こ
と
な
く
譲
渡
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
」。
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
テ
ム
ズ

川
の
商
業
用
埠
頭
と
同
程
度
に
大
き
い
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
、「
議
会
が
州
か
ら
こ
の
港
の
統
制
お
よ
び
管
理
[権
限
]を
剥
奪

し
、
私
企
業
の
手
に
完
全
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」（［
］
内
は
松
本
が
補
記
）。
イ
リ
ノ
イ
セ
ン
ト
ラ
ル

鉄
道
は
、
本
件
埋
立
地
に
つ
い
て
は
沿
岸
権
者
と
し
て
の
権
利
を
有
す
る
。
し
か
し
、
州
議
会
に
よ
る
一
八
六
九
年
譲
与
法
の
廃

止
は
ミ
シ
ガ
ン
湖
の
湖
底
を
構
成
す
る
本
件
水
没
地
に
関
す
る
限
り
有
効
で
あ
り
、
州
は
主
権
者
と
し
て
本
件
水
没
地
の
完
全
な

所
有
権
原
を
有
す
る
。

一
九
七
〇
年
サ
ッ
ク
ス
論
文
は
次
の
よ
う
に
分
析
す
る(10
)。
本
件
判
決
に
よ
る
と
、
政
府
が
公
衆
に
よ
っ
て
自
由
に
使
用
さ
れ
て
き
た

公
共
的
資
源
を
私
人
に
譲
与
し
、
譲
与
に
よ
っ
て
使
用
方
法
が
制
限
的
に
な
る
よ
う
な
再
配
分
を
行
っ
た
り
、
公
衆
に
よ
る
使
用
を
利

己
的
な
私
的
集
団
に
服
さ
せ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
政
府
の
す
べ
て
の
行
為
を
常
に
相
当
な
疑
い
を
持
っ
て
審
査
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
判
決
は
そ
の
理
由
を
明
示
的
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
政
府
が
公
共
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
に
は
受
益
者
が
広

い
の
が
普
通
で
あ
り
、
小
さ
い
グ
ル
ー
プ
を
支
援
す
る
場
合
に
は
「
貧
困
層
の
支
援
」
な
ど
の
明
確
な
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
政
府
観
と
相
反
す
る
よ
う
な
資
源
の
再
配
分
が
行
わ
れ
る
場
合
に
、
裁
判
所
は
疑
念
を
も
っ
て
政
府
の
活
動
の
審
査
に
あ
た

る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、『
環
境
の
保
護
』
は
、
合
衆
国
憲
法
レ
ベ
ル
の
問
題
と
し
て
、「
議
会
が
ミ
シ
ガ
ン
湖
と
そ
れ
に
伴
う

通
商
規
制
の
本
質
的
部
分
を
譲
り
渡
す
こ
と
は
で
き
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。
受
託
者
と
し
て
の
責
任
の
多
く
は
、
も
と
も
と
政
府
の
不

可
欠
の
義
務
で
あ
り
、
明
白
な
立
法
に
反
し
て
す
ら
執
行
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る(11
)。

二
―
⚒
―
⚒

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
・
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

一
九
七
〇
年
サ
ッ
ク
ス
論
文
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
・
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
そ
の
他
の
州
の
裁
判
例
か

ら
、
裁
判
所
は
、
公
共
信
託
法
理
の
適
用
を
通
じ
て
民
主
的
意
思
決
定
の
透
明
性
を
高
め
、
公
共
信
託
財
産
の
譲
与
等
の
際
の
議
論
を

活
性
化
す
る
等
の
役
割
を
果
た
し
う
る
と
指
摘
す
る
。

②

Gould
v.Greylock
Reservation
Com
m
ission,350
M
ass.410,215
N
.E.2d
114
(1966)

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
は
、
公
共
用
地
の
い
か
な
る
利
用
変
更
も
、
議
会
の
明
示
的
な
承
認
が
な
け
れ
ば
行
え
な
い
と
す
る

判
例
法
理
を
作
っ
た
。
行
政
過
程
で
行
わ
れ
が
ち
な
不
透
明
な
意
思
決
定
は
、
議
会
へ
の
差
戻
し
に
よ
り
透
明
性
の
高
い
議
論
に
晒
す

こ
と
に
よ
り
、
政
府
が
私
的
利
益
集
団
に
よ
っ
て
虜
に
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
本
判
決
は
、
そ
の
よ
う
な
判
決
の
指
針

を
提
供
し
て
い
る(12
)。

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
は
、
一
八
八
八
年
に
ゲ
イ
ロ
ッ
ク
山
の
土
地
九
千
エ
ー
カ
ー
を
取
得
し
て
州
立
公
園
と
し
、
ゲ
イ
ロ
ッ
ク
保

護
区
委
員
会
の
管
理
に
委
ね
、
一
九
五
三
年
ま
で
に
、
公
園
内
に
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
・
ス
キ
ー
ト
レ
イ
ル
・
ロ
ッ
ジ
・
記
念
塔
・
テ
レ

ビ
お
よ
び
ラ
ジ
オ
施
設
を
作
っ
た
。
同
年
、
州
は
空
中
ト
ラ
ム
そ
の
他
の
施
設
の
建
設
を
計
画
し
、
鉄
道
機
構
を
創
設
し
た
。
ゲ
イ
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ロ
ッ
ク
保
護
区
委
員
会
は
、
鉄
道
機
構
と
の
間
で
一
九
六
〇
年
に
は
四
千
エ
ー
カ
ー
の
土
地
の
リ
ー
ス
契
約
を
締
結
し
た
。
一
九
六
四

年
に
は
、
鉄
道
機
構
は
運
営
会
社
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
ン
リ
ゾ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
と
の
間
で
管
理
契
約
を
締
結
し
、
リ
ゾ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
は

毎
年
運
営
か
ら
生
じ
る
純
利
益
の
四
〇
％
を
受
け
取
る
も
の
と
さ
れ
た
（
こ
こ
で
純
利
益
と
は
、
リ
ゾ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
の
三
名
の
役
員

の
給
与
の
差
引
後
の
利
益
を
指
し
、
リ
ゾ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
側
に
非
常
に
有
利
な
条
件
で
あ
っ
た
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ー
ク
シ
ャ
ー

郡
の
住
民
五
名
が
公
共
信
託
財
産
の
受
益
者
と
し
て
の
資
格
で
、
ゲ
イ
ロ
ッ
ク
保
護
区
委
員
会
お
よ
び
鉄
道
機
構
を
相
手
取
り
、
職
務

執
行
令
状
お
よ
び
宣
言
判
決
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
一
九
六
〇
年
の
委
員
会
―
機
構
間
の
四
千
エ
ー
カ
ー
の
土
地
の
リ
ー
ス
契
約
お
よ

び
一
九
六
四
年
の
機
構
―
運
営
会
社
間
の
管
理
契
約
の
無
効
宣
言
お
よ
び
委
員
会
お
よ
び
機
構
間
の
リ
ー
ス
の
差
止
め
を
請
求
し
た
。

鉄
道
機
構
の
設
置
法
は
極
め
て
一
般
的
な
文
言
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
公
園
を
手
付
か
ず
の
自
然
の
ま
ま
に
お
い
て
お
く
義
務

を
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
州
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
ま
ず
、
ゲ
イ
ロ
ッ
ク
保
護
区
は
、

「
明
確
で
明
示
的
な
立
法
が
な
い
限
り
、
あ
る
公
共
的
使
用
と
両
立
し
な
い
他
の
目
的
に
転
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」。
州
の

政
策
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
公
園
の
不
可
侵
性
と
い
う
原
則
に
、
権
利
の
不
法
侵
害
の
明
示
的
禁
止
を
追
加
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
の
リ
ー
ス
契
約
に
つ
い
て
、
委
員
会
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
必
要
な
範
囲
の
リ
ー
ス
契
約
を

締
結
す
る
権
限
の
み
で
、
範
囲
を
限
定
せ
ず
に
本
件
の
よ
う
な
広
い
地
域
を
賃
貸
す
る
よ
う
な
広
範
な
権
限
は
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
一
九
六
四
年
の
管
理
契
約
に
つ
い
て
、
機
構
は
、
一
般
的
に
広
汎
な
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

私
的
利
益
を
追
求
す
る
商
業
的
な
活
動
を
行
う
た
め
に
公
共
用
地
の
利
用
を
許
可
す
る
等
の
権
限
も
付
与
さ
れ
て
い
な
い
。
委
員

会
お
よ
び
機
構
に
対
し
て
、
一
九
六
〇
年
の
リ
ー
ス
契
約
お
よ
び
一
九
六
四
年
の
管
理
契
約
の
解
除
を
命
ず
る
職
務
執
行
令
状
を

発
す
る
。
ま
た
、
委
員
会
お
よ
び
機
構
が
リ
ー
ス
契
約
お
よ
び
管
理
契
約
の
根
拠
と
主
張
し
て
い
る
法
律
は
、
そ
の
よ
う
な
権
限

を
授
権
し
て
い
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
。
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サ
ッ
ク
ス
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
経
済
的
に
は
、
公
共
信
託
財
産
に
お
い
て
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
施
設
を
増
や
す
こ
と
自
体

は
普
通
の
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
、
既
に
ス
キ
ー
場
は
飽
和
状
態
に
あ
り
、
通
常
の
条
件
で
は
資
金
調
達
が
困

難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
機
構
―
リ
ゾ
ー
ト
間
の
管
理
契
約
は
リ
ゾ
ー
ト
に
広
範
な
管
理
権
を
付
与
す
る
と
と
も
に
、
非
常
に
有
利
な

利
益
配
分
を
規
定
し
た(13
)。

本
判
決
は
、
公
共
信
託
財
産
の
利
用
変
更
の
み
を
理
由
と
し
て
二
つ
の
契
約
の
無
効
を
宣
言
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
通
常
、
州
は
公

衆
に
よ
る
公
共
信
託
財
産
の
利
用
を
縮
減
す
る
こ
と
を
意
図
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
法
原
則
を
考
案
し
、
こ
の
法
原
則
を
指
針
と
し

て
本
件
授
権
法
の
解
釈
を
行
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
公
共
信
託
財
産
の
利
用
関
係
は
、
通
常
、
行
政
過
程
に
お
い
て
決
定
さ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
法
原
則
は
、
議
会
で
の
民
主
的
な
議
論
に
付
す
る
た
め
に
司
法
が
介
入
す
る
論
理
と
し
て
有
効
で
あ
る(14
)。

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
は
、
公
共
信
託
地
に
お
け
る
利
益
を
守
る
た
め
に
、
後
掲
③
④
⑤
等
の
裁
判
例
を
通
じ
て
、
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
編
み
出
し
た
。
第
一
に
、
公
共
信
託
地
の
処
分
に
関
す
る
具
体
的
で
柔
軟
性
の
あ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
っ
た
。
第
二
に
、
公
共

信
託
地
の
管
理
は
州
全
体
の
関
心
事
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
州
議
会
に
よ
る
州
よ
り
規
模
の
小
さ
い
集
団
へ
の
管
理
権
の
授
権
を
禁
止

す
る
原
則
を
確
立
し
た
。

③

Priew
e
v.W
isconsin
State
Land
&
Im
provem
ent
Co.,93
W
is.534
(1896)
(15
)

湖
の
湖
岸
の
土
地
所
有
者
で
あ
る
原
告
は
、
被
告
会
社
に
よ
る
湖
の
排
水
に
よ
っ
て
沿
岸
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
提
訴
し
た
。
被

告
に
湖
の
排
水
を
授
権
す
る
州
法
（
本
件
授
権
法
）
に
つ
い
て
、
被
告
は
、
公
衆
の
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
は
排
水
が
必
要
で
あ
る

と
主
張
し
た
。

(ⅰ
)最
終
的
に
法
律
の
目
的
を
決
定
す
る
の
は
裁
判
所
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
本
件
授
権
法
の
目
的
は
被
告
の
私
的
利
益
を
保

護
す
る
こ
と
に
し
か
な
い
と
判
断
す
る
。
(ⅱ
)州
議
会
は
、
湖
岸
の
一
区
画
の
所
有
者
で
あ
る
原
告
の
利
益
や
公
衆
の
航
行
お
よ
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び
漁
業
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
、
被
告
の
私
的
利
益
の
た
め
に
公
共
信
託
財
産
で
あ
る
湖
の
破
壊
を
承
認
す
る
権
限
を
持
た
な
い
。

『環
境
の
保
護
』
は
、「
裁
判
所
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
立
法
者
の
判
断
に
自
ら
の
判
断
を
代
置
す
る
こ
と
を
嘆
き
な
が
ら
も
、

［
被
告
の
行
為
を
］
停
止
さ
せ
た
」
と
指
摘
す
る
（［
］
内
は
松
本
補
記(16
)）。

④

State
v.Public
Service
Com
m
ission,275
W
is.112,81
N
.W
.2d
71
(1957)
(17
)

マ
デ
ィ
ソ
ン
市
は
、
ウ
ィ
ン
グ
ラ
湖
と
呼
ば
れ
る
潟
湖
の
一
部
を
埋
め
立
て
、
既
存
の
橋
を
取
り
除
き
、
湖
底
を
埋
め
立
て
て
駐
車

場
を
作
り
、
湖
岸
を
拡
張
し
、
ハ
イ
ウ
ェ
イ
を
移
設
し
、
水
路
を
開
設
し
、
新
た
な
橋
を
架
け
る
計
画
を
立
て
た
。
公
共
サ
ー
ビ
ス
委

員
会
は
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
市
に
よ
る
ウ
ィ
ン
グ
ラ
湖
の
埋
め
立
て
・
浚
渫
お
よ
び
公
園
そ
の
他
の
エ
リ
ア
の
利
用
を
許
可
し
た
。
州
司
法

長
官
は
、
本
件
の
埋
め
立
て
は
湖
の
航
行
可
能
性
を
損
な
い
、
公
共
信
託
法
理
に
違
反
す
る
と
し
て
、
許
可
処
分
の
取
消
を
請
求
し
た
。

州
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
請
求
を
棄
却
し
た
。

公
共
信
託
法
理
は
、
一
方
で
、
純
粋
な
私
的
目
的
の
た
め
に
譲
与
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
公
共
目
的
の
た
め
で

あ
っ
て
も
湖
全
体
を
水
の
枯
れ
た
土
地
に
変
え
た
り
、
湖
と
し
て
の
性
格
を
破
壊
す
る
よ
う
な
変
更
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
を
禁

止
す
る
。
他
方
で
、
水
と
土
地
の
境
界
を
少
々
変
更
す
る
程
度
の
変
更
は
禁
止
し
て
な
い
。
従
っ
て
、
マ
デ
ィ
ソ
ン
市
の
計
画
は
、

公
共
信
託
の
義
務
に
は
抵
触
し
な
い
。

上
記
の
結
論
を
出
す
に
あ
た
り
、
判
決
は
、
計
画
が
信
託
義
務
に
適
合
的
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
の
基
準
を
示
し
た(18
)。
一
．

公
共
団
体
が
当
該
地
域
の
利
用
を
管
理
す
る
こ
と
。
二
．
当
該
地
域
が
公
共
目
的
に
供
さ
れ
、
公
衆
の
た
め
に
開
放
さ
れ
る
こ
と
。
三
．

湖
の
面
積
の
減
少
が
ウ
ィ
ン
グ
ラ
湖
全
体
の
面
積
に
比
べ
て
非
常
に
小
さ
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
四
．
公
衆
が
湖
を
利
用
す
る
場
合
に
、

湖
の
湖
と
し
て
の
利
用
が
破
壊
さ
れ
な
い
、
ま
た
は
、
大
幅
に
損
な
わ
れ
な
い
こ
と
。
五
．
埋
立
て
が
行
わ
れ
る
地
域
に
お
い
て
ボ
ー

ト
遊
び
・
魚
釣
り
・
水
泳
を
し
た
い
と
考
え
る
公
衆
の
不
満
が
、
市
立
公
園
を
利
用
す
る
公
衆
の
構
成
員
が
得
る
追
加
的
な
利
便
性
と
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比
較
し
て
無
視
で
き
る
程
度
に
小
さ
い
こ
と
。

サ
ッ
ク
ス
は
、
上
記
の
五
要
素
の
考
慮
を
通
じ
て
、
裁
判
所
は
、
立
法
府
や
行
政
機
関
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
効
果
を
期
待
し
て

い
る
と
す
る
。（
ⅰ
）
単
な
る
独
断
で
は
な
く
、
政
策
決
定
者
と
し
て
の
資
格
―
専
門
性
を
有
し
公
衆
の
利
益
へ
の
配
慮
を
行
う
―
の

証
明
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、（
ⅱ
）
州
お
よ
び
地
域
計
画
を
立
て
る
誘
因
を
与
え
る
と
と
も
に
、
公
衆
の
最
適
な
利
益
を
決
定
す
る

た
め
の
要
素
の
発
見
・
評
価
・
比
較
に
必
要
な
情
報
を
見
出
す
誘
因
を
与
え
て
い
る(19
)。

⑤

M
uench
v.Public
Service
Com
m
ission,261
W
is.492,53
N
.W
.2d
515
(1952)

電
力
会
社
は
、
ナ
メ
カ
ゴ
ン
川
に
お
い
て
ダ
ム
を
建
設
し
水
力
発
電
を
行
う
た
め
、
州
公
共
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
は
流
水
占
用
許
可
の

申
請
を
行
い
、
許
可
さ
れ
た
。
許
可
の
際
、
委
員
会
は
、
提
案
さ
れ
た
電
力
事
業
が
狩
猟
・
魚
釣
り
・
景
観
美
等
の
公
衆
の
権
利
に
与

え
る
影
響
に
つ
い
て
事
実
認
定
も
考
慮
も
し
な
か
っ
た
た
め
、
事
業
に
反
対
す
る
原
告
が
取
消
し
を
請
求
し
た
。
委
員
会
が
事
業
の
影

響
に
つ
い
て
事
実
認
定
も
認
定
事
実
の
考
慮
も
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
州
法
に
基
づ
き
郡
委
員
会
が
承
認
を
与
え
て
い
る
場
合
に
、
州

公
共
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
が
事
実
認
定
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
考
慮
す
る
権
限
を
排
除
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
原
告
は
、
公
共
信

託
財
産
の
管
理
な
い
し
処
分
は
州
全
体
の
関
心
事
で
あ
り
、
公
共
信
託
財
産
に
係
る
問
題
を
郡
委
員
会
に
授
権
す
る
こ
と
は
州
憲
法
違

反
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
州
最
高
裁
は
、
州
公
共
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
へ
の
差
戻
し
を
命
じ
た
。

州
最
高
裁
は
、
こ
の
郡
委
員
会
法
の
州
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
判
断
を
要
請
さ
れ
て
い
る
。
州
憲
法
四
条
二
二
項
に
よ
る
と
、

地
方
自
治
体
へ
の
授
権
の
州
憲
法
適
合
性
は
、
地
域
性
の
高
い
問
題
で
あ
る
か
州
全
体
の
問
題
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

航
行
・
漁
業
そ
の
他
の
公
共
信
託
財
産
の
管
理
と
い
う
州
全
体
の
問
題
に
つ
い
て
の
規
制
権
限
を
一
自
治
体
に
授
権
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。

判
決
は
、「
公
共
信
託
財
産
の
管
理
な
い
し
処
分
は
、
州
全
体
の
問
題
で
あ
り
、
公
共
信
託
財
産
に
係
る
問
題
を
郡
委
員
会
に
授
権
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す
る
こ
と
は
州
憲
法
違
反
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
州
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の
宣
言
に
よ
り
、
事
案
を
州
公
共
サ
ー
ビ
ス
委
員
会
へ
差

し
戻
す
こ
と
は
、
政
治
部
門
が
ダ
ム
建
設
を
許
可
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
議
会
に
お
け
る
民
主
的
議
論
を
促
進
す
る
も

の
で
あ
る(20
)。

⑥

People
v.California
Fish
Co.,166
Cal.576,138
P.79
(1913)
(21
)

｢沼
地
、
冠
水
す
る
塩
性
湿
地
お
よ
び
干
潟
の
売
却
」
を
規
定
し
た
一
般
法
（
本
件
授
権
法
）
に
基
づ
き
、
州
は
被
告
養
殖
会
社
・

港
湾
会
社
・
製
材
会
社
に
対
し
て
九
区
画
の
土
地
を
売
却
し
た
。
本
件
は
、
州
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
九
区
画
の
土
地
の
所

有
権
確
認
訴
訟
で
あ
る
。
州
議
会
は
本
件
授
権
法
に
基
づ
き
、
サ
ン
・
ペ
ド
ロ
湾
に
面
す
る
干
潟
（
tideland）
の
売
却
を
承
認
し
た

が
、
被
告
ら
は
州
が
譲
与
し
た
区
画
に
対
す
る
完
全
所
有
権
の
取
得
を
主
張
し
た
。
本
件
に
お
い
て
、
公
共
信
託
の
増
進
の
た
め
の
特

別
の
計
画
と
の
関
連
が
な
い
ま
ま
に
議
会
の
承
認
が
な
さ
れ
た
譲
渡
に
よ
っ
て
、
当
該
土
地
に
つ
い
て
航
行
・
漁
業
そ
の
他
の
公
共
信

託
用
益
権
が
廃
止
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
土
地
区
画
の
所
有
権
に
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
が
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
。
州
最
高
裁
は
次

の
よ
う
に
判
示
し
、
原
告
の
請
求
を
認
容
し
た
。

｢公
共
的
利
用
を
放
棄
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
立
法
は
、
そ
れ
が
立
法
府
の
意
図
で
あ
る
か
否
か
を
確
か
め
る
た
め
に
厳
格
に

審
査
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
放
棄
の
意
図
は
明
確
に
表
現
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
、
そ
れ
を
確
実
に
意
味
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
公
共
的
利
用
の
破
壊
を
伴
わ
な
い
法
律
の
解
釈
が
合
理
的
に
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
…
…
、
裁

判
所
は
法
律
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
被
告
は
「
航
行
お
よ
び
通
商
と
い
う
公
共
の
た
め
の
通
航

地
役
権
、
お
よ
び
、
…
…
公
共
的
利
用
…
…
の
管
理
者
お
よ
び
規
制
者
と
し
て
の
州
の
権
原
に
服
し
つ
つ
」、
土
地
を
保
有
し
て

い
る
。

本
件
判
決
は
、
干
潟
の
所
有
者
は
、
航
行
・
通
商
・
漁
業
と
い
う
公
共
的
利
用
の
管
理
者
お
よ
び
規
制
者
た
る
州
の
公
共
信
託
的
権
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原
に
服
し
つ
つ
、
土
地
所
有
権
を
有
し
て
い
る
と
判
示
し
て
い
る
。

⑦

M
arks
v.W
hitney,276
Cal.A
pp.2d
72,80
Cal.Rptr.606
(1969),petition
for
reh.granted,CivilN
o.24,883
(Ct.

A
pp.O
ct.7,1969)(Plaintiff's
exh.3)
(22
)

本
件
は
境
界
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
権
原
確
認
訴
訟
で
あ
る
。
原
告
マ
ー
ク
ス
の
所
有
地
の
一
部
は
、
湾
に
沿
っ
て
長
く
伸
び
た

干
潟
で
あ
り
、
一
八
六
八
年
法
に
基
づ
き
一
八
七
四
年
に
特
許
に
よ
り
譲
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
、
マ
ー
ク

ス
の
所
有
地
の
後
背
地
の
所
有
者
で
あ
り
、
マ
ー
ク
ス
の
所
有
地
に
よ
っ
て
干
潟
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
た
。
マ
ー
ク
ス
は
干
潟
の
土
地

の
完
全
な
所
有
権
に
加
え
て
、
埋
立
て
お
よ
び
開
発
を
行
う
権
利
を
主
張
し
た
。
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
海
岸
の
沿
岸
地
所
有
者
と
し
て
の

権
利
お
よ
び
公
衆
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
干
潟
お
よ
び
可
航
水
路
に
お
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
と
し
て
マ
ー
ク
ス
に
反
対
し
、
ホ
イ
ッ

ト
ニ
ー
の
通
行
用
益
権
に
よ
り
マ
ー
ク
ス
の
権
利
が
制
限
さ
れ
て
い
る
旨
の
宣
言
的
判
決
を
求
め
て
出
訴
し
た
。
一
・
二
審
と
も
ホ

イ
ッ
ト
ニ
ー
の
七
フ
ィ
ー
ト
幅
の
通
行
地
役
権
を
認
め
た
が
、
公
共
信
託
に
基
づ
く
主
張
お
よ
び
潮
間
域
の
負
担
に
関
す
る
事
実
認
定

に
つ
い
て
の
原
告
適
格
を
否
定
し
、
請
求
を
却
下
し
た
。

⑦’

M
arks
v.W
hitney,6
Cal.3d
251,491
P-2d
374

第
一
点
。
干
潟
は
公
共
信
託
の
制
約
に
服
す
る
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
判
決
は
そ
の
よ
う
に
宣
言
す
べ
き
か
。

干
潟
は
公
共
信
託
の
制
約
に
服
す
る
し
、
判
決
は
そ
の
よ
う
に
宣
言
す
べ
き
で
あ
る
。

公
共
信
託
的
制
約
は
、
伝
統
的
に
、
航
行
、
商
業
、
漁
業
の
観
点
か
ら
定
義
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
干
潟
が
服
す
る
公
共
的

利
用
は
公
衆
の
ニ
ー
ズ
を
反
映
さ
せ
る
う
え
で
十
分
に
柔
軟
で
あ
る
。
信
託
財
産
の
管
理
に
あ
た
り
州
は
、
一
つ
の
利
用
方
法
を

他
の
利
用
方
法
以
上
に
優
遇
さ
せ
る
よ
う
な
時
代
遅
れ
の
分
類
に
制
約
さ
れ
な
い
。
公
衆
は
、
干
潟
の
最
も
重
要
な
利
用
方
法
の

一
つ
が
こ
れ
ら
の
土
地
を
自
然
な
状
態
の
ま
ま
に
保
全
す
る
こ
と
で
あ
る
と
認
識
し
始
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
な
状
態
の

論 説
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ま
ま
に
保
全
す
る
こ
と
に
よ
り
、
科
学
的
研
究
の
た
め
の
生
態
学
的
単
位
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
、
お
よ
び
、
鳥
類
や
海
洋
生
物

に
食
料
や
生
息
域
を
提
供
す
る
環
境
と
し
て
役
立
ち
、
こ
れ
ら
は
地
域
の
景
観
や
気
候
に
良
い
影
響
を
与
え
る
。

公
共
信
託
が
変
更
ま
た
は
消
滅
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
立
法
府
の
権
限
に
お
い
て
行
う
べ
き
判
断
で
あ
り
、
裁
判
所
の
権
限
を
越

え
る
。

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
の
原
告
適
格
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
は
、
干
潟
の
所
有
権
の
確
知
を
行
え
る
。
譲
受
人
は
次
の
よ
う

な
制
約
に
服
す
る
土
地
を
所
有
し
て
い
る
。
ま
ず
、
航
行
お
よ
び
通
商
と
い
う
、
公
衆
の
利
用
の
た
め
の
通
行
用
益
権
に
服
す
る
。

ま
た
、
公
共
的
利
用
お
よ
び
公
共
信
託
の
管
理
者
お
よ
び
支
配
者
と
し
て
、
公
共
的
利
用
の
保
全
・
推
進
の
た
め
に
土
地
の
所
有

を
開
始
し
、
こ
れ
ら
の
目
的
に
と
っ
て
望
ま
し
い
変
更
や
改
善
を
行
う
た
め
の
、
州
の
権
利
に
服
す
る
。

第
二
点
。
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
は
、
マ
ー
ク
ス
が
所
有
す
る
干
潟
上
の
公
共
信
託
用
益
権
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
原
告
適
格
を
有

す
る
か
。

原
告
適
格
を
有
す
る
。
マ
ー
ク
ス
が
求
め
て
い
る
救
済
は
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
か
ら
彼
が
公
衆
の
一
人
と
し
て
有
す
る
権
利
を
剥

奪
す
る
こ
と
に
な
る
。
マ
ー
ク
ス
が
公
衆
の
権
利
を
剥
奪
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で

は
な
い
。
ま
た
、
裁
判
所
自
身
が
争
点
に
つ
い
て
議
論
を
提
起
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

問
題
と
な
っ
て
い
る
利
益
が
確
認
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
土
地
の
権
原
に
つ
い
て
公
衆
の
負
担
を
構
成
し
、
公
衆
の
構
成
員
と

し
て
の
被
告
に
影
響
を
与
え
る
場
合
に
は
、
用
益
負
担
は
明
示
的
に
宣
言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

破
棄
差
し
戻
し
。

一
九
七
〇
年
サ
ッ
ク
ス
論
文
は
、
本
件
の
州
控
訴
審
判
決
後
・
最
高
裁
判
決
前
の
段
階
で
書
か
れ
た
論
文
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
に

は
、
⑦’
本
件
州
最
高
裁
判
決
が
、
第
一
に
、
公
共
信
託
法
理
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
を
生
態
系
保
全
に
ま
で
拡
大
し
た
。
第
二
に
、
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マ
ー
ク
ス
は
一
般
公
衆
の
一
人
と
し
て
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
が
所
有
す
る
干
潟
に
お
け
る
公
共
信
託
に
基
づ
く
通
行
用
益
権
に
つ
い
て
裁
判

所
に
宣
言
判
決
を
求
め
る
原
告
適
格
を
有
す
る
と
判
示
し
、
モ
ノ
湖
事
件
が
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
。
も
し
⑦’
最
高
裁
判
決
後
に
一
九
七

〇
年
論
文
が
公
表
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
公
共
信
託
法
理
に
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
効
果
を
有
す
る
重
要
な
裁
判
例
で
あ
る
と
位
置
づ

け
た
と
推
測
さ
れ
る
。

二
―
⚒
―
⚓

モ
ノ
湖
事
件

⑧

N
ationalA
udubon
Society
v.Superior
Court,658
P.2d
709
(Cal.1983)
(23
)

Ⅰ

本
件
の
背
景
お
よ
び
モ
ノ
湖
訴
訟
の
歴
史

ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
水
資
源
電
力
局
（
Ｄ
Ｗ
Ｐ
）
は
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
戦
争
と
呼
ば
れ
る
住
民
と
の
激
し
い
抗
争
を
経
て
、
一
九

一
三
年
に
は
第
一
の
導
水
路
を
完
成
さ
せ
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
川
か
ら
の
取
水
を
開
始
し
た
。
し
か
し
、
市
の
拡
張
に
よ
っ
て
さ
ら
に
水

資
源
が
必
要
に
な
っ
た
た
め
、
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
既
存
の
導
水
路
に
オ
ー
ウ
ェ
ン
ス
川
の
上
流
部
と
そ
の
五
〇
マ
イ
ル
北
に
あ
る

モ
ノ
盆
地
を
繋
ぐ
導
水
路
を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
加
的
な
水
資
源
を
得
る
こ
と
を
検
討
し
た
。
同
市
は
、
モ
ノ
湖
に
流
入
す
る

五
本
の
支
流
の
う
ち
四
本
の
支
流
お
よ
び
モ
ノ
湖
の
沿
岸
権
を
取
得
し
た
あ
と
、
一
九
三
三
年
に
は
、
委
員
会
の
前
身
で
あ
る
水
資
源

庁
に
対
し
て
、
四
本
の
支
流
か
ら
の
専
用
許
可
を
申
請
し
た
。
一
九
四
〇
年
に
は
、
専
用
許
可
の
申
請
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
ロ
ス
ア

ン
ジ
ェ
ル
ス
導
水
路
を
モ
ノ
湖
に
延
伸
し
、
専
用
権
に
基
づ
く
取
水
を
開
始
し
た
。
許
可
手
続
に
際
し
て
、
水
位
低
下
に
伴
う
環
境
影

響
を
懸
念
し
、
許
可
に
反
対
す
る
申
立
て
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
同
庁
は
、
一
九
二
一
年
水
委
員
会
法
修
正
の
「
家
庭
の
た
め
の
水

利
用
は
最
高
に
優
先
性
の
高
い
水
利
用
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
州
の
確
立
さ
れ
た
政
策
と
し
て
宣
言
す
る
」
と
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
、

専
用
許
可
に
基
づ
く
取
水
が
公
共
信
託
的
利
用
を
阻
害
す
る
と
し
て
も
専
用
を
許
可
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
、
環
境
影
響
を
懸
念
す
る

申
立
て
を
却
下
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｄ
Ｗ
Ｐ
は
、
一
九
七
〇
年
に
は
二
本
目
の
取
水
ト
ン
ネ
ル
を
建
設
し
た
。
州
水
資
源
管
理
委
員
会
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（
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
）
に
対
し
て
、
モ
ノ
湖
に
流
入
す
る
支
流
五
本
の
う
ち
四
本
の
専
用
許
可
を
申
請
し
、
新
た
な
専
用
許
可
を
取
得
し
た
。

一
九
七
〇
年
か
ら
の
取
水
量
の
増
加
は
、
湖
の
水
位
を
さ
ら
に
著
し
く
低
下
さ
せ
、
湖
の
塩
分
濃
度
は
上
が
っ
た
。
モ
ノ
湖
に
は
中

島
が
あ
り
様
々
な
鳥
類
の
営
巣
地
と
な
っ
て
い
る
が
、
水
位
低
下
の
結
果
、
中
島
の
半
島
化
に
よ
る
コ
ヨ
ー
テ
の
侵
入
に
よ
り
捕
食
が

起
き
、
塩
分
濃
度
上
昇
の
結
果
、
鳥
類
の
餌
で
あ
る
ブ
ラ
イ
ン
シ
ュ
リ
ン
プ
が
減
少
し
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
カ
モ
メ
が
著
し
く
減
少
し

た
。
さ
ら
に
、
湖
底
に
蓄
積
さ
れ
た
堆
積
土
の
乾
燥
・
飛
散
に
よ
り
人
間
お
よ
び
動
物
の
健
康
被
害
を
引
き
起
こ
し
、
景
観
お
よ
び
生

態
系
の
劣
化
を
齎
し
た
。

そ
こ
で
、
原
告
全
米
オ
ー
デ
ュ
ボ
ン
協
会
等
が
被
告
Ｄ
Ｗ
Ｐ
を
相
手
取
り
、
モ
ノ
湖
の
湖
岸
・
湖
底
・
水
へ
の
侵
害
を
低
減
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
Ｄ
Ｗ
Ｐ
に
よ
る
取
水
差
止
め
お
よ
び
宣
言
判
決
を
求
め
て
出
訴
し
た
。
原
告
は
モ
ノ
湖
の
湖
岸
・
湖
底
・
水
は
公

共
信
託
法
理
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
主
張
し
、
被
告
Ｄ
Ｗ
Ｐ
は
、
公
共
信
託
法
理
は
本
件
に
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
請
求
の
棄
却
を

請
求
し(24
)、
不
服
申
立
手
続
を
尽
く
し
て
い
な
い
た
め
に
本
件
は
却
下
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
却
下
を
請
求
し
た
。
さ
ら
に
、
合
衆
国
政

府
が
訴
訟
に
参
加
し
、
事
件
は
連
邦
地
裁
に
移
送
さ
れ
た
。
連
邦
地
裁
は
公
共
信
託
理
論
と
州
水
法
制
度
の
関
係
お
よ
び
行
政
的
救
済

を
尽
く
す
必
要
の
要
否
に
つ
い
て
、
州
裁
判
所
の
宣
言
的
判
決
を
得
る
こ
と
を
要
請
し
審
理
を
停
止
し
た
。
原
告
は
、
前
記
の
二
点
に

つ
い
て
宣
言
的
判
決
を
求
め
て
州
地
裁
に
出
訴
し
た
が
、
い
ず
れ
の
請
求
も
棄
却
さ
れ
た
た
め
州
最
高
裁
に
上
告
し
、
州
最
高
裁
は
、

次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

｢本
件
は
、
初
め
て
次
の
二
つ
の
法
的
考
え
方
の
体
系
を
接
合
す
る
。
そ
れ
は
、
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
の
時
代
か
ら
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
州
水
法
を
支
配
し
て
き
た
水
利
権
制
度
と
潮
間
域
を
守
る
盾
か
ら
進
化
し
た
後
に
航
行
可
能
な
湖
に
ま
で
保
護
範
囲
を
広
げ
て
い
る

公
共
信
託
法
理
で
あ
る
。
公
共
信
託
が
環
境
的
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
価
値
を
保
護
す
る
こ
と
を
初
め
て
認
め
て
以
来
（
M
arks
v.

W
hitney
(1971),98
Cal.Rptr.790,491
P.2d
374）、
二
つ
の
考
え
方
の
体
系
は
衝
突
す
る
コ
ー
ス
上
に
あ
る
。」
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本
判
決
は
、「
州
は
、
も
し
取
水
が
公
共
信
託
的
利
用
を
毀
損
す
る
場
合
に
は
、
水
の
専
用
を
行
う
た
め
の
非
既
得
権
的
な
用
益
権

を
付
与
す
る
権
限
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
州
裁
判
所
や
行
政
機
関
が
取
水
を
承
認
す
る
前
に
、
そ
の
よ
う
な
取
水
が

公
共
信
託
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
に
与
え
る
効
果
に
つ
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
可
能
な
限
り
、
そ
の
よ
う
な
利
益
に
対

す
る
い
か
な
る
侵
害
も
回
避
し
最
小
化
す
る
よ
う
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

Ⅱ

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
公
共
信
託
法
理

(ａ
）
公
共
信
託
の
目
的

既
に
M
arks
v.W
hitney
で
判
示
し
た
よ
う
に
「
公
共
信
託
に
基
づ
く
通
行
地
役
権
は
、
伝
統
的
に
、
航
行
、
通
商
お
よ
び
漁
撈

の
用
語
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
き
た
」。
し
か
し
、
公
衆
の
価
値
観
の
変
化
を
反
映
し
、
公
共
信
託
財
産
に
お
け
る
公
共
の
利
益
は
、

航
行
、
通
商
お
よ
び
漁
撈
の
三
要
素
に
は
限
定
さ
れ
な
い
。「
最
も
重
要
な
干
潟
の
公
共
的
利
用
の
ひ
と
つ
は
、
干
潟
を
自
然
な
状
態

で
保
全
す
る
こ
と
で
あ
り
」、
干
潟
は
生
態
的
単
位
と
し
て
有
益
で
あ
る
こ
と
が
広
く
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

モ
ノ
湖
は
可
航
水
路
で
あ
り
、
原
告
が
保
護
を
求
め
て
い
る
主
要
な
価
値
は
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
上
の
価
値
お
よ
び
生
態
学
的
価
値

で
あ
る
。
M
arks
v.W
hitney
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
価
値
が
公
共
信
託
の
目
的
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

(ｂ
）
公
共
信
託
法
理
の
適
用
範
囲

古
い
英
国
の
判
決
は
公
共
信
託
の
適
用
を
波
浪
お
よ
び
波
浪
に
晒
さ
れ
た
土
地
に
限
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、
米
国
お
よ
び
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
、
公
共
信
託
法
理
は
、
全
て
の
航
行
可
能
な
湖
お
よ
び
小
河
川
に
も
適
用
さ
れ
る
。

｢モ
ノ
湖
は
…
…
可
航
水
路
で
あ
る
。
湖
底
、
湖
岸
お
よ
び
湖
水
は
、
公
共
信
託
法
理
に
よ
り
疑
問
の
余
地
な
く
保
護
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
Ｄ
Ｗ
Ｐ
が
取
水
し
て
い
る
小
河
川
そ
れ
自
体
は
、
航
行
可
能
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
件
で
は
、
公
共
信
託
が
可
航
水
路

に
至
る
航
行
不
可
能
な
支
流
に
影
響
を
与
え
る
行
為
を
制
約
す
る
か
否
か
と
い
う
疑
問
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
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二
件
の
先
例(25
)に
よ
っ
て
「
認
め
ら
れ
た
原
理
は
、
航
行
不
可
能
な
支
流
か
ら
の
取
水
が
下
流
の
河
川
や
湖
に
お
け
る
公
共
信
託
的
利

用
を
損
な
う
事
件
で
あ
る
本
件
に
、
完
全
に
当
て
は
ま
る
。
も
し
、
公
共
信
託
法
理
が
航
行
そ
の
他
の
公
共
信
託
的
利
用
を
損
な
う
投

入
の
制
約
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
航
行
そ
の
他
の
公
共
信
託
的
利
用
を
損
な
う
取
水
の
制
約
に
も
等
し
く
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
行
動
も
公
共
の
利
益
に
対
し
て
同
様
の
損
害
を
も
た
ら
す
［
か
ら
で
あ
る
］」。

｢我
々
は
、
公
共
信
託
法
理
が
…
…
航
行
不
可
能
な
支
流
か
ら
の
取
水
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
侵
害
か
ら
航
行
可
能
な
水
域
を

保
護
す
る
と
結
論
付
け
る
」。

(ｃ
）
受
託
者
と
し
て
の
州
の
義
務
と
権
限

こ
こ
で
の
主
た
る
テ
ー
マ
は
、
公
共
信
託
財
産
に
継
続
的
に
監
督
権
限
を
行
使
す
る
た
め
の
州
の
主
権
的
権
限
と
義
務
で
あ
る
。
公

共
信
託
財
産
上
の
権
利
を
取
得
し
た
者
は
、
一
般
的
に
は
監
督
権
限
に
服
す
る
権
利
を
取
得
す
る
の
で
あ
っ
て
、
公
共
信
託
財
産
を
毀

損
す
る
よ
う
な
方
法
で
そ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
既
得
権
を
主
張
で
き
な
い
。

ま
ず
、
州
は
、
公
共
財
産
ま
た
は
航
行
可
能
な
水
路
の
水
面
下
の
土
地
な
ど
特
別
な
性
格
を
有
す
る
財
産
に
係
る
信
託
に
つ
い
て
、

州
の
支
配
お
よ
び
管
理
が
全
く
及
ば
な
い
状
態
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い(26
)。

ま
た
、
州
は
、
州
民
の
共
有
財
産
た
る
河
川
や
湖
を
保
護
す
る
た
め
に
継
続
的
な
義
務
を
負
い
、
義
務
を
果
た
す
た
め
に
損
失
補
償

な
く
一
度
付
与
さ
れ
た
権
利
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る(27
)。

そ
の
上
で
、
い
か
な
る
法
律
に
基
づ
い
て
付
与
さ
れ
た
免
許
で
あ
っ
て
も
、
公
共
信
託
に
服
す
る
。
州
は
免
許
や
同
意
に
基
づ
い
て

既
に
建
設
さ
れ
た
構
造
物
で
あ
っ
て
も
、
事
後
的
に
航
行
や
通
商
に
支
障
を
き
た
す
と
判
断
し
た
場
合
に
は
こ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が

で
き
る(28
)。

さ
ら
に
、
City
ofBerkeley
v.Superior
Court
は
、
干
潟
委
員
会
に
よ
っ
て
法
に
基
づ
い
て
処
分
さ
れ
た
不
動
産
が
公
共
信
託
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法
理
の
適
用
を
受
け
な
い
権
原
を
与
え
る
も
の
か
否
か
を
検
討
し
た(29
)。
我
々
は
、
先
例
を
適
用
し
、
法
が
公
共
信
託
法
理
を
不
適
用
と

す
る
旨
の
明
示
的
な
授
権
を
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
譲
渡
が
公
共
信
託
の
目
的
を
促
進
し
な
い
こ
と
か
ら
、

公
共
信
託
法
理
が
非
可
航
水
路
に
お
け
る
取
水
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
侵
害
か
ら
可
航
水
路
を
保
護
す
る
と
結
論
付
け
る
。

Ⅲ

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
水
法
制
度

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
水
利
権
制
度
は
、
沿
岸
権
制
度
お
よ
び
専
用
権
制
度
の
混
合
制
度
で
あ
る
。
制
定
法
が
整
備
さ
れ
た

が
、
現
在
の
州
水
資
源
管
理
委
員
会
の
前
身
が
創
設
さ
れ
た
一
九
一
三
年
の
段
階
で
は
、
そ
の
権
限
は
専
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
水
が

あ
る
か
否
か
に
限
ら
れ
て
い
た
。
一
九
二
六
年
の
H
erm
inghaus
v.South.California
Edison
Co.(1926)200
Cal.81
[252
P.

607]に
お
い
て
、
沿
岸
権
が
専
用
権
に
対
し
て
優
位
に
立
ち
、
権
利
行
使
に
際
し
て
合
理
的
使
用
の
法
理
の
制
約
を
受
け
な
い
と
判

示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
沿
岸
権
に
基
づ
く
無
駄
遣
い
は
州
民
を
動
か
し
、
一
九
二
八
年
に
は
州
憲
法
が
改
正
さ
れ
、
一
四
条
三
項

（
現
在
の
一
〇
条
二
項
）
に
お
い
て
合
理
的
有
益
的
使
用
の
法
理
が
導
入
さ
れ
、
非
合
理
的
な
水
利
使
用
は
廃
止
さ
れ
た
。
一
四
条
三

項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

｢こ
こ
に
次
の
こ
と
を
宣
言
す
る
。
こ
の
州
内
の
状
況
に
鑑
み
、
一
般
的
な
福
祉
は
、
本
州
の
水
資
源
が
能
力
的
に
可
能
な
限
り
最

大
限
に
有
益
的
使
用
に
供
さ
れ
、
無
駄
、
ま
た
は
、
非
合
理
的
水
利
使
用
や
水
の
非
合
理
的
使
用
方
法
は
防
止
さ
れ
、
水
資
源
保
全
が

州
民
の
利
益
お
よ
び
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
実
施
（
exercised）
さ
れ
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
。
…
…
本
規
定
は
、
直
接
適
用
さ
れ
、

立
法
府
は
本
節
に
含
ま
れ
る
政
策
を
推
進
す
る
た
め
の
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

こ
の
規
定
は
、
ハ
ー
ミ
ン
グ
ハ
ウ
ス
判
決
を
覆
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
全
て
の
水
利
使
用
は
、
公
共
信
託
的
水
利
使
用
も
含
め
て
、

合
理
的
使
用
の
法
理
に
服
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
一
九
二
八
年
改
正
は
、
公
共
信
託
的
使
用
と
し
て
保
護
さ
れ
る
水
の
河
道
内
使
用
が

合
理
的
有
益
的
使
用
と
さ
れ
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
現
在
、
こ
の
点
は
立
法
的
に
解
決
さ
れ
て
い
る
（
州
水
法
一
二
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四
三
条
）。

ま
た
、
州
水
資
源
委
員
会
の
権
限
は
一
九
五
六
年
・
一
九
五
九
年
・
一
九
六
九
年
に
相
次
い
で
強
化
さ
れ
た
（
一
二
五
七
条
・
一
二

四
三
条
・
一
二
四
三
．
五
条
）。
当
裁
判
所
の
判
決
も
、
州
水
資
源
管
理
委
員
会
の
権
限
の
拡
大
を
後
押
し
し
て
い
る(30
)。
州
水
資
源
管

理
委
員
会
の
役
割
は
、
単
に
競
合
す
る
水
利
使
用
の
優
先
性
を
判
断
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
水
資
源
の
包
括
的
計
画
お
よ
び
配
分
の
任

務
へ
と
拡
大
し
た
。

Ⅳ

公
共
信
託
と
水
法
制
度
の
関
係

こ
こ
ま
で
検
討
し
た
よ
う
に
、「
公
共
信
託
法
理
お
よ
び
水
資
源
管
理
委
員
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
専
用
権
制
度
は
相
互
に
独
立

し
て
発
展
し
て
き
た
」。
実
際
、
原
告
は
、
公
共
信
託
法
理
は
水
法
制
度
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
共
信
託
法
理
に
よ
っ
て
す
べ

て
の
専
用
権
は
制
限
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｄ
Ｗ
Ｐ
は
公
共
信
託
法
理
が
水
法
制
度
に
完
全
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
と

主
張
す
る
。
し
か
し
、
当
裁
判
所
は
い
ず
れ
の
立
場
も
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
つ
の
考
え
方
の
体
系
を
採
用
し
他
方
を
拒
否
す
る

こ
と
に
よ
り
均
衡
を
失
し
た
構
造
―
こ
の
州
の
経
済
的
発
展
に
欠
か
せ
な
い
流
水
専
用
を
信
託
義
務
違
反
と
し
て
非
難
す
る
か
、
公
共

信
託
法
理
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
価
値
を
保
護
ま
た
は
考
慮
す
る
義
務
を
全
否
定
す
る
か
―
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
い
ず
れ
の
考
え
方

も
、
社
会
の
中
の
多
種
多
様
な
価
値
観
を
反
映
す
る
た
め
の
重
要
な
教
訓
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
当
裁
判
所
は
次
の
よ
う
な
結
論

に
達
し
た
。

ａ
．
州
は
、
公
共
信
託
法
理
に
基
づ
き
、
航
行
可
能
な
水
域
に
つ
い
て
管
轄
権
を
有
し
、
公
共
信
託
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
を

侵
害
す
る
方
法
で
水
の
専
用
を
行
う
既
得
権
を
認
め
な
い
。

ｂ
．
州
議
会
は
、
州
水
資
源
管
理
委
員
会
を
通
じ
て
、
水
の
利
用
権
を
付
与
す
る
権
限
を
有
す
る
。
公
共
信
託
的
利
用
を
阻
害
す
る

か
ら
と
い
っ
て
す
べ
て
不
適
切
な
利
用
だ
と
す
る
と
経
済
は
成
り
立
た
な
い
。
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ｃ
．「
州
は
、
水
資
源
の
計
画
配
分
に
お
い
て
公
共
信
託
を
考
慮
し
、
可
能
な
時
は
い
つ
で
も
公
共
信
託
的
利
用
を
保
護
す
る
積
極

的
義
務
を
負
う
。
こ
の
州
の
歴
史
は
、
公
共
信
託
的
価
値
に
不
可
避
的
な
侵
害
を
齎
す
に
も
拘
ら
ず
、
流
水
専
用
制
度
が
水
の
効
率
的

利
用
を
行
う
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
公
共
信
託
法
理
を
考
慮
し
な
い
ま
ま
運
営
さ
れ
る
専
用
権

制
度
が
、
信
託
的
利
益
に
対
し
て
不
必
要
か
つ
正
当
化
さ
れ
え
な
い
侵
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
示
し
て
い
る
」。
実
際
的
な
必
要
に

応
じ
て
、
州
は
、
公
共
信
託
的
利
用
に
対
す
る
侵
害
が
予
見
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
流
水
の
専
用
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
州
は
信
託
の
受
託
者
と
し
て
の
義
務
と
し
て
公
共
信
託
財
産
に
対
す
る
効
果
に
留
意
し
、

信
託
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
使
用
を
公
共
の
利
益
と
両
立
す
る
限
り
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

州
が
一
度
専
用
を
承
認
し
た
場
合
で
も
、
公
共
信
託
は
、
水
の
専
用
に
よ
る
取
水
お
よ
び
使
用
に
つ
い
て
継
続
的
な
監
督
義
務
を
課

す
。
公
共
の
利
益
に
基
づ
い
て
水
を
配
分
す
る
と
い
う
主
権
的
権
限
を
行
使
す
る
に
あ
た
り
、
州
は
、
現
在
の
知
識
に
照
ら
し
て
正
し

く
な
い
可
能
性
が
あ
る
、
ま
た
は
、
現
在
の
必
要
性
と
両
立
し
な
い
過
去
の
配
分
決
定
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
な
い
。

州
は
、
過
去
の
配
分
決
定
が
公
共
信
託
財
産
に
及
ぼ
す
効
果
を
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
十
分
に
考
慮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

配
分
決
定
を
再
考
す
る
権
限
を
有
す
る
。
公
共
信
託
的
利
用
に
つ
い
て
衡
量
も
考
慮
も
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
決
定
の
再
考

の
要
請
は
さ
ら
に
強
い
。

本
件
に
お
い
て
、
重
要
な
事
実
と
し
て
は
、
立
法
府
・
州
水
資
源
委
員
会
・
裁
判
所
の
う
ち
ど
の
権
限
あ
る
機
関
も
、
モ
ノ
湖
の
支

流
か
ら
す
べ
て
の
流
水
を
取
水
し
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
導
水
路
に
流
す
こ
と
の
効
果
に
つ
い
て
決
定
し
て
い
な
い
―
―
モ
ノ
湖
の
必

要
性
が
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
導
水
路
の
必
要
性
を
上
回
る
か
否
か
を
衡
量
し
て
い
な
い
―
―
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
代
わ
り
に
、
Ｄ
Ｗ
Ｐ
は
、
モ
ノ
湖
の
環
境
を
保
護
す
る
権
限
と
義
務
を
欠
い
て
い
た
と
信
じ
て
い
た
水
資
源
管
理
委
員
会
か
ら

一
九
四
〇
年
に
全
流
水
へ
の
権
利
を
取
得
し
、
Ｄ
Ｗ
Ｐ
は
景
観
・
生
態
系
・
人
間
に
よ
る
利
用
へ
の
侵
害
に
つ
い
て
明
ら
か
に
考
慮
し
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な
い
ま
ま
に
権
利
を
行
使
し
続
け
た
。

何
ら
か
の
責
任
主
体
が
モ
ノ
盆
地
の
水
の
再
配
分
に
つ
い
て
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
い
か
な
る
既
得
権

も
そ
の
よ
う
な
再
考
を
阻
ま
な
い
。
私
た
ち
は
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
が
主
張
す
る
実
質
的
懸
念
―
―
同
市
の
水
需
要
、
一
九
四
〇
年

決
定
と
い
う
根
拠
、
他
所
で
水
を
取
得
す
る
場
合
の
金
銭
的
コ
ス
ト
お
よ
び
環
境
影
響
と
い
う
コ
ス
ト
―
―
を
認
識
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
懸
念
は
配
分
決
定
に
組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
懸
念
は
、
取
水
に
よ
る
モ
ノ
湖
の
環
境
の
影
響
を

考
慮
し
た
再
考
や
再
配
分
を
排
除
し
な
い
。

Ｖ

行
政
的
救
済
方
法
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
か

行
政
的
救
済
方
法
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
か
。
一
方
で
、
私
た
ち
に
は
、
複
雑
な
水
法
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
水
政
策
に
伴
う
経
済

的
・
技
術
的
問
題
に
つ
い
て
経
験
と
知
識
を
備
え
た
州
水
資
源
管
理
委
員
会
が
あ
る
。
そ
の
上
、
同
委
員
会
は
、
包
括
的
な
計
画
立
案

と
い
う
義
務
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
同
委
員
会
の
管
轄
権
を
す
り
抜
け
た
と
し
て
も
、
そ
の
任
務
を
他
の
機
関
が
代
替
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
他
方
で
、
裁
判
所
の
現
在
の
権
限
を
宣
言
す
る
権
限
の
体
系
を
作
り
上
げ
た
。

議
会
は
、
同
委
員
会
に
排
他
的
一
次
的
権
限
を
付
与
す
る
代
わ
り
に
、
州
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
裁
判
所
に
対
し
て
同
委
員
会
の
経
験

と
専
門
知
識
を
利
用
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
法
制
度
設
計
を
行
っ
た
（
州
水
法
二
〇
〇
〇
条
・
二
〇
〇
一
条
・
二
〇
七
五
条
）。

裁
判
所
は
、
健
全
な
裁
量
の
行
使
お
よ
び
付
託
権
限
の
利
用
を
通
じ
て
、
訴
訟
に
よ
っ
て
同
委
員
会
の
専
門
知
識
を
利
用
し
損
な
っ

た
り
包
括
的
な
計
画
策
定
権
限
を
阻
害
し
た
り
す
る
リ
ス
ク
を
、
相
当
程
度
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅵ

結
論

連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
二
つ
の
問
い
を
投
げ
か
け
た
。
第
一
に
、
連
邦
裁
判
所
は
、
公
共
信
託
法
理
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
水
利

権
制
度
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
問
う
た
。
公
共
信
託
法
理
も
専
用
権
制
度
も
、
い
ず
れ
か
一
方
が
他
方
に
吸
収
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
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い
ず
れ
も
統
一
的
な
水
法
制
度
の
一
部
で
あ
る
。
公
共
信
託
法
理
は
統
一
的
な
制
度
に
お
い
て
、
公
共
信
託
的
利
用
を
保
護
す
る
と
い

う
州
の
主
権
的
権
能
を
継
続
的
に
行
使
し
、
公
共
信
託
を
阻
害
す
る
既
得
権
を
取
得
す
る
こ
と
を
防
ぎ
、
州
に
対
し
て
水
資
源
の
配
分

の
際
に
公
共
信
託
的
利
用
に
つ
い
て
考
慮
す
る
義
務
を
課
す
と
い
う
機
能
を
果
た
す
。

問
い
を
繰
り
返
す
と
、
連
邦
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
問
い
か
け
た
。
原
告
は
Ｄ
Ｗ
Ｒ
の
許
可
お
よ
び
免
許
に
つ
い
て
、
許
可
お
よ

び
免
許
が
公
共
信
託
法
理
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
主
張
し
て
係
争
の
対
象
に
で
き
る
か
。
あ
る
い
は
、
原
告
は
許
可
や
免
許
が
与
え

ら
れ
た
取
水
や
水
利
用
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
水
法
制
度
に
お
い
て
「
合
理
的
ま
た
は
有
益
的
」
で
は
な
い
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
。
我
々
の
回
答
は
、
モ
ノ
盆
地
の
水
資
源
の
配
分
に
つ
い
て
再
考
を
求
め
る
に
あ
た
り
、
原
告
は
公
共
信
託
法
理
に
依
拠
で

き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

連
邦
裁
判
所
の
二
つ
目
の
問
い
は
、
訴
訟
を
提
起
す
る
前
に
行
政
的
救
済
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

我
々
の
答
え
は
否
で
あ
る
。
裁
判
所
お
よ
び
州
水
資
源
管
理
委
員
会
は
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
並
行
的
権
限
を
有
し
て
い
る
。
争

点
の
性
格
や
複
雑
さ
が
同
委
員
会
の
当
初
の
決
定
が
適
切
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
争
点
を
同
委
員
会
へ
付
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

｢我
々
は
、
モ
ノ
湖
の
論
争
の
最
終
的
な
結
論
の
一
歩
手
前
で
立
ち
止
ま
る
。
我
々
は
、
特
定
の
水
資
源
配
分
を
指
示
し
な
い
。

我
々
の
目
的
は
、
公
共
信
託
法
理
お
よ
び
専
用
権
制
度
と
い
う
二
つ
の
競
合
す
る
考
え
方
に
お
け
る
法
的
難
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ

る
」。「
モ
ノ
湖
の
人
間
的
・
環
境
的
利
用
は
、
州
が
そ
れ
ら
を
保
全
す
る
権
限
を
持
た
な
い
と
誤
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
」。

ア
ル
パ
イ
ン
郡
地
裁
に
対
し
て
、
本
件
の
当
初
の
判
決
を
取
消
し
、
本
判
決
の
見
解
と
矛
盾
し
な
い
新
た
な
判
決
を
出
す
よ
う
命
ず

る
最
終
的
職
務
執
行
令
状
を
発
す
る
。
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[カ
ウ
ス
裁
判
官
の
補
足
意
見
（
部
分
的
）

略
]

リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
裁
判
官
の
反
対
意
見
（
部
分
的
）

多
数
意
見
の
Ｉ
か
ら
Ⅳ
の
部
分
に
つ
い
て
は
同
意
し
、
こ
の
州
の
公
共
信
託
法
理
お
よ
び
水
利
権
制
度
関
係
に
関
す
る
分
析
に
つ
い

て
も
同
意
す
る
。
し
か
し
、
Ｖ
の
意
見
に
つ
い
て
は
敬
意
を
こ
め
て
反
対
す
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｖ
に
お
い
て
、
多
数
意
見
は
、
こ
の
種

の
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
所
と
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
（
水
委
員
会
）
が
並
行
的
な
管
轄
権
を
有
す
る
と
判
示
し
た
。
私
見
で
は
、
水
委
員
会
が

本
件
に
関
す
る
排
他
的
一
次
的
管
轄
権
を
有
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
強
い
理
由
が
あ
る
。
水
委
員
会
の
判
断
が
司
法
審
査
に
服

す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

多
数
意
見
が
認
識
す
る
よ
う
に
、
並
行
的
管
轄
権
の
問
題
は
行
政
的
救
済
手
段
の
前
尽
性
と
い
う
関
連
す
る
争
点
を
含
む
。
先
例
が

判
示
す
る
よ
う
に
、
制
定
法
に
お
い
て
行
政
的
救
済
手
段
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
活
動
す
る
前
に
行
政
的

救
済
手
段
が
追
及
さ
れ
尽
く
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
法
理
は
、
水
委
員
会
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
許
可
に
基
づ
い
て
専
用
さ

れ
る
水
に
関
す
る
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
。
多
数
意
見
は
、
原
告
が
本
件
に
お
い
て
行
政
的
救
済
手
段
、
す
な
わ
ち
、
水
系
に
お
け
る
水

配
分
に
関
す
る
委
員
会
決
定
を
求
め
る
た
め
の
州
水
法
二
五
〇
一
条
に
基
づ
く
手
続
を
利
用
で
き
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
こ
の
手
続

に
は
当
該
水
系
に
お
い
て
既
に
付
与
さ
れ
た
権
利
の
再
考
も
含
ま
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
多
数
意
見
は
、
当
裁
判
所
の
先
例
が
、

制
定
法
上
の
規
定
が
委
員
会
へ
の
水
利
紛
争
の
負
託
を
許
容
す
る
（
が
義
務
付
け
な
い
）
と
す
る
と
と
も
に
、
原
告
の
行
政
的
救
済
不

尽
と
い
う
ミ
ス
を
許
容
し
、
裁
判
所
に
こ
の
よ
う
な
並
行
的
管
轄
権
を
許
容
し
て
い
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
私
は
逆
の
結
論
に
達
し

て
い
る
。

[多
数
意
見
は
裁
判
所
と
水
委
員
会
が
並
行
的
管
轄
権
を
有
す
る
根
拠
と
し
て
Environm
entalD
efense
Fund,Inc.v.East

Bay
M
un.U
tility
D
ist.(1980)26
Cal.3d
183,198-200
[161
Cal.Rptr.466,605
P.2d
1](ED
F
II)を
引
用
す
る
が
、
ED
F
IIの
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文
言
は
、
む
し
ろ
、
水
委
員
会
が
排
他
的
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。］
…
…

[ED
F
II
に
お
い
て
、］
我
々
は
、
排
水
の
再
利
用
を
め
ぐ
る
紛
争
は
公
衆
の
健
康
な
ら
び
に
安
全
へ
の
潜
在
的
危
険
お
よ
び
再
利

用
の
実
現
可
能
性
と
い
う
複
雑
か
つ
「
超
越
的
な
」
要
素
―
水
委
員
会
の
よ
う
な
「
適
切
な
行
政
機
関
」
へ
の
敬
譲
を
義
務
付
け
、
裁

判
所
の
並
行
的
権
限
を
排
除
す
る
要
素
―
の
考
慮
を
義
務
付
け
る
と
い
う
こ
と
を
観
察
し
た
。（
P.199
;see
also
Environm
ental

D
efense
Fund,Inc.v.East
Bay
M
un.U
tility
D
ist.(1977)20
Cal.3d
327,343-344
[142
Cal.Rptr.904,572
P.2d
1128]

(E
D
F
I).）
…
…
私
的
訴
訟
は
裁
判
所
の
目
の
前
に
い
る
当
事
者
の
相
対
的
権
利
関
係
の
み
を
決
定
す
る
断
片
的
な
判
決
に
関
わ
る
の

に
対
し
て
、
行
政
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
包
括
的
判
決
は
、
訴
訟
手
続
の
当
事
者
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
他
の
関
係
者
の
利
益
も
考

慮
す
る
…
…
（
E
D
F
II,atp.199
;see
In
re
W
atersofLong
V
alley
Creek
Stream
System
(1979)25
Cal.3d
339,359-360

[158
Cal.Rptr.350,599
P.2d
656].）

E
D
F
II
に
お
い
て
我
々
が
列
挙
し
た
も
の
と
同
じ
「
最
優
先
の
考
慮
」
は
、
こ
こ
に
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
件
は

排
水
の
再
利
用
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
モ
ノ
湖
お
よ
び
巨
大
都
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
水
利
権
の
影
響
を
与
え
る
公
共
信
託
的
価

値
の
衡
量
は
、
同
様
に
複
雑
で
優
先
性
が
高
く
超
越
的
争
点
を
提
示
し
て
お
り
、
水
委
員
会
に
よ
る
一
次
的
考
慮
を
要
求
す
る
も
の
で

あ
る
。
水
委
員
会
は
現
在
訴
訟
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
免
許
を
発
給
し
許
可
を
与
え
て
お
り
、
同
委
員
会
の
み
が
、
こ
の
極
め
て
重
要

な
訴
訟
の
公
平
か
つ
合
理
的
な
解
決
策
の
導
出
に
必
要
と
さ
れ
る
対
抗
す
る
様
々
な
利
益
を
衡
量
す
る
経
験
と
専
門
性
を
有
す
る
。

…
…多

数
意
見
は
、
多
数
の
制
定
法
の
規
定
が
こ
の
種
の
事
件
に
お
け
る
並
行
的
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
熟
慮
し
て
い
る
と
示
唆
す
る
が
、

こ
れ
は
説
得
的
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
規
定
（
州
水
法
二
〇
〇
〇
条
・
二
〇
〇
一
条
・
二
〇
七
五
条
）
は
、
裁
判
所
に
水
利
権
に
関
す

る
事
件
に
お
い
て
争
点
の
決
定
を
レ
フ
ェ
リ
ー
と
し
て
の
水
委
員
会
に
付
託
す
る
権
限
を
授
権
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
…
…
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本
件
に
は
、
次
の
よ
う
な
後
日
談
が
あ
る
。
国
家
森
林
局
は
、
モ
ノ
湖
の
湖
岸
の
大
半
を
管
理
し
て
い
る
。
一
九
八
四
年
に
は
、
地

理
学
・
生
態
学
・
文
化
的
資
源
を
保
全
す
る
た
め
、
モ
ノ
盆
地
国
立
森
林
景
観
地
区
（
T
he
M
ono
Basin
N
ationalForestScenic

A
rea）
が
創
設
さ
れ
た
。
同
景
観
地
区
設
置
法
は
、「
現
在
お
よ
び
将
来
の
水
利
権
（
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
市
を
含
む
）
に
影
響
を
与

え
る
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
（
16
U
.S.C.§
543c(h)）。
ま
た
、
一
九
九
四
年
九
月
、
モ
ノ
湖
事
件
判
決
お
よ

び
California
T
rout,Inc.v.SuperiorCourt,218
Cal.A
pp.3d
187,266
Cal.Rptr.788
(1990)を
踏
ま
え
て
、
Ｓ
Ｗ
Ｒ
Ｃ
Ｂ
は

D
1631
を
発
出
し
た
。
D
1631
は
、
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
に
対
し
て
取
水
量
を
約
三
分
の
二
削
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
的
最
低

水
位
で
あ
る
六
三
七
二
フ
ィ
ー
ト
よ
り
二
〇
フ
ィ
ー
ト
高
く
取
水
開
始
前
よ
り
二
五
フ
ィ
ー
ト
低
い
海
抜
六
三
九
二
フ
ィ
ー
ト
を
維
持

す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
。
六
三
九
二
フ
ィ
ー
ト
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
モ
ノ
盆
地
の
公
共
信
託
的
価
値
へ
の
深
刻
な
脅
威
の
大

半
が
解
決
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
、
気
象
の
変
化
に
よ
り
、
降
水
量
は
D
1631
が
基
礎
と
し

た
モ
デ
ル
か
ら
外
れ
、
支
流
の
雪
解
け
水
の
量
が
減
り
、
目
論
見
が
外
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(31
)。

二
―
⚒
―
⚔

判
決
の
評
価

第
一
に
、「
Ｉ
本
件
の
背
景
お
よ
び
モ
ノ
湖
訴
訟
の
歴
史
」
は
、
原
告
適
格
に
つ
い
て
重
要
な
判
示
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
⑦’

M
arks
v.W
hitney
は
公
共
信
託
財
産
保
護
を
目
的
と
し
た
訴
訟
に
お
け
る
一
般
公
衆
の
構
成
員
に
つ
い
て
、
Environm
ental

D
efense
Fund,Inc.v.EastBay
M
un.U
tility
D
ist.(1980)26
Cal.3d
183
[161
Cal.Rptr.466,605
P.2d1]は
水
の
非
合
理
的

利
用
を
禁
止
す
る
訴
訟
に
お
け
る
公
益
団
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
原
告
適
格
を
認
め
た
（
註
24
）。

第
二
に
、「
Ⅱ
（
ａ
）
公
共
信
託
の
目
的
」
に
つ
い
て
、
⑦’
M
arks
v.W
hitney
の
判
示
を
踏
ま
え
て
、
公
共
信
託
財
産
に
お
け
る

公
共
の
利
益
は
、
航
行
、
通
商
お
よ
び
漁
撈
に
限
定
さ
れ
ず
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
上
の
価
値
お
よ
び
生
態
学
的
価
値
（
魚
類
お
よ
び

野
生
生
物
）
が
公
共
信
託
の
目
的
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
し
た
。

米国法における公共信託法理の半世紀（一）

(阪大法学) 70 (2-77）297〔2020.⚗〕



第
三
に
、「
Ⅱ
（
ｂ
）
公
共
信
託
法
理
の
適
用
範
囲
」
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
非
可
航
水
路
で
あ
る
支
流
に
同
法
理
の
適
用
範
囲

を
拡
張
し
た
。
元
来
、
同
法
理
は
可
航
水
路
を
守
る
た
め
の
法
理
で
あ
り
、
Ｄ
Ｗ
Ｐ
に
よ
る
取
水
は
、
非
可
航
水
路
で
あ
る
支
流
に
お

い
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
非
可
航
水
路
で
あ
る
支
流
に
お
け
る
取
水
が
可
航
水
路
に
侵
害
を
齎
す
場
合
に
は
、
同
法
理
は
当
該
侵
害
か

ら
可
航
水
路
た
る
モ
ノ
湖
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る(32
)。

第
四
に
、「
Ⅱ
（
ｃ
）
受
託
者
と
し
て
の
州
の
義
務
と
権
限
」
に
つ
い
て
、「
公
共
信
託
財
産
上
の
権
利
を
取
得
し
た
者
は
、
一
般
的

に
は
監
督
権
限
に
服
す
る
権
利
を
取
得
す
る
の
で
あ
っ
て
、
公
共
信
託
財
産
を
毀
損
す
る
よ
う
な
方
法
で
そ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
す
る

既
得
権
を
主
張
で
き
な
い
」
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
州
は
、
州
民
の
共
有
財
産
た
る
河
川
や
湖
を
保
護
す
る
た
め
に
継
続
的
な
義
務
を

負
い
、
一
度
付
与
さ
れ
た
権
利
を
損
失
補
償
な
く
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
等
と
判
示
し
た
。

第
五
に
、「
Ⅲ
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
水
法
制
度
」
に
つ
い
て
、
州
憲
法
一
四
条
三
項
（
当
時
。
現
在
の
一
〇
条
二
項
）
は
、

H
erm
inghaus
v.Southern
California
Edison
Co.の
結
論
で
あ
る
沿
岸
権
の
専
用
権
に
対
す
る
絶
対
的
優
位
を
覆
し
た
だ
け
で

は
な
く
、
州
の
水
政
策
全
体
に
お
い
て
合
理
的
使
用
の
法
理
を
採
用
し
た
。
こ
の
規
定
お
よ
び
そ
の
後
の
州
水
法
改
正
に
よ
っ
て
、
州

水
資
源
管
理
委
員
会
は
、
水
資
源
の
包
括
的
計
画
お
よ
び
配
分
と
い
う
任
務
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た(33
)（
モ
ノ
湖
事
件
判
決
の
対
象
地
域

以
外
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
後
掲
⚔
―
⚑
を
参
照
）。

第
六
に
、「
Ⅳ
公
共
信
託
と
水
法
制
度
の
関
係
」
に
つ
い
て
、
判
決
は
、
原
告
の
「
公
共
信
託
法
理
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
専
用
権
は

制
限
さ
れ
る
」
と
の
主
張
も
、
被
告
Ｄ
Ｗ
Ｐ
の
「
公
共
信
託
法
理
が
水
法
制
度
に
完
全
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
」
と
の
主
張
も
、
取
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
の
上
で
、「
州
は
、
水
資
源
の
計
画
配
分
に
お
い
て
公
共
信
託
を
考
慮
し
、
可
能
な
時
は
い
つ
で
も
公
共

信
託
的
利
用
を
保
護
す
る
積
極
的
義
務
を
負
う
」
と
判
示
し
た
。
判
決
は
、
概
ね
原
告
の
主
張
を
認
め
た
が
、
被
告
の
主
張
も
取
り
入

れ
、
水
法
制
度
の
根
幹
的
原
理
で
あ
る
合
理
的
使
用
の
法
理
お
よ
び
公
共
信
託
法
理
の
統
合
を
試
み
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
理
の
衡
量
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に
お
い
て
、
判
決
は
、
州
水
資
源
管
理
委
員
会
お
よ
び
州
裁
判
所
に
裁
量
を
付
与
し
た
と
い
え
よ
う(34
)。

第
七
に
、「
Ｖ
行
政
的
救
済
方
法
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
か
」
に
つ
い
て
、
多
数
意
見
は
、
州
水
法
二
〇
〇
〇
条
・
二
〇
〇
一
条
・
二

〇
七
五
条
が
不
服
申
立
前
置
を
義
務
化
し
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
州

水
法
二
〇
〇
〇
条
・
二
〇
〇
一
条
・
二
〇
七
五
条
お
よ
び
二
五
〇
一
条
に
つ
い
て
、
行
政
争
訟
と
民
事
争
訟
の
性
格
の
違
い
お
よ
び
水

委
員
会
の
専
門
性
を
根
拠
と
し
て
、
水
委
員
会
に
対
し
て
排
他
的
な
一
次
的
判
断
権
を
認
め
る
も
の
で
、
裁
判
所
に
並
行
的
管
轄
権
を

認
め
て
い
な
い
と
し
て
い
る(35
)。

第
八
に
、「
Ⅵ
結
論
」
は
、「
我
々
は
、
モ
ノ
湖
の
論
争
の
最
終
的
な
結
論
の
一
歩
手
前
で
立
ち
止
ま
る
。
我
々
は
、
特
定
の
水
資
源

配
分
を
指
示
し
な
い
。
我
々
の
目
的
は
、
公
共
信
託
法
理
お
よ
び
専
用
権
制
度
と
い
う
二
つ
の
競
合
す
る
考
え
方
に
お
け
る
法
的
難
題

を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
た
。
判
断
代
置
に
よ
り
被
告
の
取
水
量
を
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
を
避
け
、
差
戻
し
に
よ
り
「
専

用
権
に
基
づ
く
取
水
が
公
共
信
託
財
産
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
し
、
こ
れ
を
緩
和
し
つ
つ
配
分
す
る
方
法
の
再
考
を
求
め
」
た(36
)。

日
本
法
と
の
比
較
で
は
、
モ
ノ
湖
事
件
は
五
つ
の
点
で
注
目
に
値
す
る
。
第
一
に
、
公
共
信
託
法
理
は
、
⑦’
M
arks
v.W
hitney

が
判
示
し
た
よ
う
に
、
伝
統
的
に
は
、「
航
行
、
通
商
お
よ
び
漁
撈
」
を
保
護
し
て
き
た
が
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、「
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
上
の
価
値
お
よ
び
生
態
学
的
価
値
（
魚
類
お
よ
び
野
生
生
物
）」
も
公
共
信
託
法
理
の
被
保
護
利
益
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
日
本
の
流
域
管
理
に
お
い
て
は
、
一
九
九
七
年
改
正
後
の
河
川
法
に
お
い
て
、
治
水
・
利
水
に
つ
い
て
は
被
保
護
利
益
を
維
持

し
つ
つ
（
漁
業
法
対
象
魚
種
の
保
全
を
含
む
）、
環
境
と
し
て
生
態
系
保
全
を
新
た
な
被
保
護
利
益
と
し
て
い
る
（
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
は
反
射
的
利
益
に
過
ぎ
な
い
）。
ま
た
、
一
方
で
、
慣
習
上
、
流
木
権
を
認
め
て
き
た
が
、
他
方
で
、
河
川
に
お
け
る
竹
木
の
流
送

ま
た
は
舟
筏
の
通
航
に
つ
い
て
、
一
級
河
川
の
場
合
に
は
「
政
令
で
、
…
…
河
川
管
理
上
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
こ
れ
を
禁
止
し
、

若
し
く
は
制
限
し
、
又
は
河
川
管
理
者
の
許
可
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
（
河
川
法
二
八
条
）。
総
合
的
管
理
の
手
段
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と
し
て
河
川
整
備
基
本
方
針
・
河
川
整
備
計
画
の
策
定
（
一
六
条
・
一
六
条
の
二
）、
治
水
・
利
水
の
手
段
と
し
て
、
河
川
管
理
施
設

（
一
四
条
）・
流
水
占
用
許
可
（
二
三
条
）
等
の
手
段
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
環
境
に
つ
い
て
は
、
手
段
に
つ
い
て

独
立
の
規
定
は
な
く
、
治
水
・
利
水
に
共
通
の
規
定
（
正
常
維
持
流
量
。
一
六
条
・
一
六
条
の
二
）
や
漁
業
法
・
水
産
資
源
保
護
法
の

規
定
の
運
用
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
る(37
)。

第
二
に
、
日
本
で
も
、
制
定
法
が
複
数
の
目
的
や
考
慮
事
項
に
つ
い
て
規
定
を
置
く
場
合
に(38
)、
適
切
な
重
み
づ
け
を
行
う
と
い
う
発

想
や
、
許
可
の
条
件
の
レ
ベ
ル
で
調
整
す
る
と
い
う
発
想
は
、
裁
判
例
上
も
存
在
す
る
が
、
事
情
判
決
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る(39
)。
こ

れ
に
対
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
、
水
利
権
の
行
使
は
、
州
憲
法
一
〇
条
二
項
の
合
理
的
利
用
お
よ
び
公
共
信
託
法
理
の

解
釈
を
通
じ
て
、
社
会
の
価
値
観
の
変
化
を
反
映
し
て
き
た
（
特
に
モ
ノ
湖
事
件
判
決
は
事
情
判
決
的
発
想
を
採
ら
な
い
）。
そ
の
た

め
、
公
共
信
託
法
理
に
つ
い
て
、
土
地
利
用
規
制
へ
の
適
用
の
可
否
お
よ
び
損
失
補
償
の
要
否
を
め
ぐ
っ
て
、
評
価
は
完
全
に
分
か
れ

て
い
る(40
)。

第
三
に
、
原
告
適
格
に
つ
い
て
は
、
⑦’
M
arks
v.W
hitney
お
よ
び
Environm
entalD
efense
Fund,Inc.v.EastBay
M
un.

U
tility
D
ist.を
先
例
と
し
て
公
共
信
託
法
理
お
よ
び
制
定
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
公
衆
お
よ
び
公
益
団
体
の
そ
れ
を
認
め
た(41
)。

第
四
に
、
救
済
方
法
の
点
で
は
、
義
務
付
け
（
被
告
の
取
水
量
の
特
定
）
を
避
け
、
下
級
審
へ
の
差
戻
し
（
さ
ら
に
は
行
政
へ
の
差

戻
し
）
に
よ
り
取
水
に
よ
る
環
境
影
響
を
緩
和
し
つ
つ
水
資
源
を
配
分
す
る
方
法
の
再
考
を
求
め
た
。
日
本
で
は
、
議
会
へ
の
差
戻
し

は
で
き
な
い
も
の
の
、
抗
告
訴
訟
と
し
て
は
取
り
消
し
・
無
効
確
認
・
不
作
為
の
違
法
確
認
・
義
務
付
け
・
差
止
め
の
請
求
が
可
能
で

あ
る
（
行
政
事
件
訴
訟
法
三
条
）。
積
極
的
な
司
法
介
入
を
推
奨
す
る
サ
ッ
ク
ス
説
に
お
い
て
さ
え
、
公
共
信
託
法
理
に
基
づ
く
義
務

付
け
に
つ
い
て
は
行
政
へ
の
差
戻
し
を
超
え
る
介
入
と
な
る
た
め
、
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
判
決
多
数
意
見
は
、

サ
ッ
ク
ス
説
に
立
っ
て
も
辛
う
じ
て
肯
定
さ
れ
る
限
界
的
な
判
断
と
い
え
よ
う
。
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第
五
に
、
本
件
判
決
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
水
法
の
専
用
権
制
度
に
お
け
る
合
理
的
使
用
の
法
理
と
公
共
信
託
法
理
は
ど
の
よ
う

な
関
係
に
立
つ
か
、
専
用
さ
れ
る
水
に
公
共
信
託
法
理
は
適
用
さ
れ
る
か
と
の
問
題
提
起
を
行
い
、
公
衆
に
よ
る
公
共
信
託
財
産
の
利

用
促
進
や
公
共
信
託
財
産
の
保
全
の
正
当
化
を
図
っ
て
い
る(42
)。
こ
の
指
摘
は
、
河
川
法
は
当
然
に
公
物
法
理
論
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
る

と
考
え
る
日
本
法
的
観
点
か
ら
は
非
常
に
新
鮮
で
あ
る
。

二
―
⚓

米
国
判
例
法
上
の
公
共
信
託
法
理(43
)

畠
山
武
道
は
、
サ
ッ
ク
ス
を
は
じ
め
と
す
る
拡
大
適
用
説
が
支
持
す
る
米
国
の
裁
判
例
を
紐
解
き
、（
ⅰ
）
適
用
範
囲
・（
ⅱ
）
保
護

さ
れ
る
公
共
的
利
益
の
種
類
・（
ⅲ
）
実
体
的
効
果
・（
ⅳ
）
手
続
的
効
果
・（
ｖ
）
環
境
訴
訟
へ
の
影
響
の
五
点
か
ら
公
共
信
託
法
理

の
特
徴
を
わ
か
り
や
す
く
総
括
し
て
お
り
、
便
宜
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
畠
山
に
倣
っ
て
、
拡
大
適
用
説
か
ら
見
た
公
共
信
託
法
理
の

特
徴
を
総
括
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

(ⅰ
）
適
用
範
囲

畠
山
は
、「（
ａ
）
海
浜
、
渚
（
干
潟
）、
湖
沼
、
河
川
」、「（
ｂ
）
公
園
、
道
路
、
公
有
地
」、「（
ｃ
）
野
生
生
物
、
天
然
資
源
、
大

気
、
水
」、「（
ｄ
）
私
有
地
に
も
適
用
さ
れ
る
か
」
と
の
問
題
提
起
を
行
う
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
よ
う
に
、
可
航
水
路
の
支
流
に

ま
で
拡
大
し
た
州
な
ど
広
狭
差
は
あ
る
が
、「（
ａ
）
海
浜
、
渚
（
干
潟
）、
湖
沼
、
河
川
」
が
公
共
信
託
法
理
に
よ
っ
て
最
も
強
く
保

護
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
と
指
摘
す
る
。「（
ｂ
）
公
園
、
道
路
、
公
有
地
」
に
つ
い
て
、
公
共
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
公
共
信
託
法
理
が
適
用
さ
れ
る
が
、
公
共
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
公
共
目
的
の
た
め
に
保
有
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

公
共
信
託
法
理
が
適
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。「（
ｃ
）
野
生
生
物
、
天
然
資
源
、
大
気
、
水
」
に
つ
い
て
、
野
生
生
物
や
大
陸
棚

天
然
資
源
に
つ
い
て
は
公
共
信
託
法
理
が
適
用
さ
れ
保
護
さ
れ
る
が
、
大
気
・
水
に
つ
い
て
は
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
憲
法(44
)や
ミ
シ
ガ

ン
州
憲
法
等
を
除
き
、
保
護
さ
れ
る
と
す
る
の
は
例
外
で
あ
る
と
す
る
（
だ
か
ら
こ
そ
⑧
モ
ノ
湖
事
件
判
決
も
注
目
さ
れ
た
）。「（
ｄ
）
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私
有
地
に
も
適
用
さ
れ
る
か
」
に
つ
い
て
は
、
州
が
ポ
リ
ス
パ
ワ
ー
に
基
づ
く
規
制
権
限
を
有
す
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
公
共
信
託

法
理
の
適
用
対
象
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ど
の
程
度
の
規
制
に
服
す
る
か
は
明
確
で
は
な
い
と
す
る
。

(ⅱ
）
保
護
さ
れ
る
公
共
的
利
益
の
種
類

伝
統
的
に
は
、
航
行
・
通
商
・
漁
撈
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
利
用
方
法
の
経
済
的
な
重
要

性
が
高
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
利
用
方
法
を
三
つ
に
限
定
す
る
意
味
は
な
い(45
)。

⑦’
M
arks
v.W
hitney
判
決
は
次
の
二
点
を
指
摘
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
最
も
重
要
な
の
は
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
利
用
で
あ
る
。
ま
た
、
天
然
資
源
の
保
全
に
つ
い
て
、

「
公
衆
は
、
干
潟
の
最
も
重
要
な
利
用
方
法
の
一
つ
が
こ
れ
ら
の
土
地
を
自
然
な
状
態
の
ま
ま
に
保
全
す
る
こ
と
で
あ
る
と
認
識
し
始

め
て
い
る
」。

(ⅲ
）
実
体
的
効
果

実
体
的
効
果
と
し
て
、（
ａ
）
公
共
信
託
財
産
の
譲
与
制
限
、（
ｂ
）
譲
与
に
よ
る
公
共
の
利
益
の
促
進
の
有
無
、（
ｃ
）
公
共
的
な

利
用
の
保
護
、（
ｄ
）
受
託
者
に
よ
る
最
も
損
害
の
少
な
い
行
為
の
選
択
、（
ｅ
）
適
切
な
代
替
案
が
な
い
場
合
の
侵
害
禁
止
、（
ｆ
）

公
共
信
託
財
産
譲
与
後
の
公
衆
の
通
過
権
の
保
障
を
挙
げ
る
。

公
衆
に
よ
る
公
共
信
託
財
産
の
利
用
を
保
護
す
る
手
段
と
し
て
、（
ａ
）
当
該
財
産
の
譲
与
禁
止
が
あ
る
。
③
Priew
e
v.

W
isconsin
State
Land
&
Im
provem
ent
Co.は
、（
ａ
）
公
共
信
託
財
産
の
譲
与
に
私
的
目
的
し
か
見
い
だ
せ
な
い
場
合
に
、
譲

与
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
殆
ど
の
州
に
お
い
て
、
公
共
信
託
財
産
の
譲
与
は
、
財
産
の
規
模
を
問
わ
ず
一
般
的

に
禁
止
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
干
潟
や
水
没
地
の
私
有
を
認
め
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
①
Illinois
CentralR.Co.v.

Illinois
は
、（
ｂ
）
譲
与
が
公
共
の
利
益
を
促
進
す
る
か
・（
ｃ
）
公
共
的
な
利
用
を
毀
損
し
な
い
か
と
問
い
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、

譲
与
の
公
益
性
の
存
在
を
強
く
問
う
た
と
す
る
。
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ま
た
、
④
State
v.Public
Service
Com
m
ission
に
つ
い
て
も
、
五
つ
の
要
素
の
考
慮
を
通
じ
て
、「
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応

し
つ
つ
、
公
共
信
託
理
論
の
『
効
果
的
か
つ
現
実
的
な
基
準
』
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
公
共
信
託
財
産
の
私
人
へ
の
譲
与
に

厳
し
い
制
約
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
」
と
評
価
す
る(46
)。
公
共
信
託
法
理
に
よ
る
と
、
他
の
公
共
目
的
の
た
め
に
公
共

信
託
資
源
に
対
す
る
損
害
を
受
忍
す
べ
き
場
合
で
も
、
受
託
者
は
（
ｄ
）
最
も
損
害
の
少
な
い
行
為
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
共
的
な
利
用
を
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
は
、（
ｅ
）
適
切
な
代
替
案
が
な
い
場
合
に
は
侵
害
が
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
公
共
信
託
財
産
が
私
人
に
譲
与
さ
れ
て
も
、
公
衆
は
通
過
権
を
有
す
る
か
ら
、（
ｆ
）
譲
受
人
た
る
私
人
に
よ
る
妨
害
行
為
は

禁
止
さ
れ
、
利
用
を
妨
げ
ら
れ
た
公
衆
に
加
え
、
州
・
自
治
体
は
州
民
に
代
わ
っ
て
妨
害
排
除
を
請
求
す
る
義
務
を
負
う
。

さ
ら
に
、
譲
与
後
、
州
は
、
公
共
信
託
財
産
の
後
見
人
と
し
て
手
放
す
こ
と
の
で
き
な
い
義
務
を
負
う
か
ら
、
譲
与
後
も
、
州
が
ガ

バ
ナ
ン
ス
を
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
り
、
譲
与
財
産
の
使
用
方
法
に
万
人
に
対
し
て
開
放
す
る
こ
と
等
の
条
件
を
付
け
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る(47
)。

(ⅳ
）
手
続
的
効
果

実
体
的
効
果
を
達
成
す
る
た
め
の
手
続
と
し
て
、（
ａ
）
立
法
趣
旨
の
厳
格
解
釈
・（
ｂ
）
私
人
へ
の
包
括
的
な
権
限
付
与
の
禁
止
・

（
ｃ
）
よ
り
広
範
な
意
思
決
定
手
続
の
採
用
・（
ｄ
）
包
括
的
水
利
用
計
画
の
策
定
を
挙
げ
る
。

(ａ
）
立
法
趣
旨
の
厳
格
解
釈
の
例
と
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
⑥
People
v.California
Fish
Co.お
よ
び
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
州
の
②
Gould
v.Greylock
Reservation
Com
m
ission
を
挙
げ
る(48
)。
畠
山
が
指
摘
す
る
厳
格
解
釈
の
帰
結
は
、
公
共
信
託

財
産
の
譲
与
に
つ
い
て
制
限
的
な
解
釈
を
行
う
と
い
う
効
果
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
サ
ッ
ク
ス
が
指
摘
す
る
厳
格
解
釈
の
帰
結
は
、
立

法
府
な
い
し
執
行
府
へ
の
判
断
差
し
戻
し
に
よ
る
民
主
的
政
治
過
程
の
活
性
化
で
あ
り
、
位
置
づ
け
は
異
な
る
。

次
に
、（
ｂ
）
私
人
へ
の
包
括
的
な
権
限
付
与
の
禁
止
と
は
、
具
体
的
に
詳
細
な
基
準
を
定
め
ず
に
、
公
共
信
託
財
産
の
開
発
や
管

米国法における公共信託法理の半世紀（一）

(阪大法学) 70 (2-83）303〔2020.⚗〕



理
の
権
能
の
包
括
的
な
付
与
や
、
長
期
間
の
貸
し
付
け
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
①
イ
リ
ノ
イ
セ
ン
ト
ラ
ル
事
件
お
よ
び
②

Gould
v.Greylock
Reservation
Com
m
ission）。
ま
た
、「
公
共
団
体
が
当
該
地
域
の
利
用
を
管
理
す
る
こ
と
」（
④
State
v.

Public
Service
Com
m
ission
が
挙
げ
た
五
つ
の
考
慮
要
素
の
う
ち
の
一
つ
）
は
、
主
権
者
と
し
て
の
権
能
放
棄
の
禁
止
を
言
い
換

え
た
も
の
と
も
い
え
る
。

そ
し
て
、（
ｃ
）
よ
り
広
範
な
意
思
決
定
手
続
の
採
用
と
は
、
州
規
模
以
上
の
公
共
信
託
財
産
の
管
理
権
限
を
一
自
治
体
に
付
与
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
⑤
M
uench
v.Public
Service
Com
m
ission
は
、
州
規
模
以
上
の
政
治
的
意
思
決
定

手
続
を
通
じ
た
問
題
の
再
検
討
を
命
じ
た
。

さ
ら
に
、（
ｄ
）
包
括
的
水
利
用
計
画
の
策
定
と
は
、
個
別
の
流
水
占
用
に
先
立
ち
、
州
政
府
が
公
共
信
託
上
の
利
益
を
適
切
に
考

慮
し
た
包
括
的
水
利
用
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
は
、
⑧
モ
ノ
湖
事
件
に
お
い
て
議
論

さ
れ
て
い
る
。

(ｖ
）
環
境
訴
訟
へ
の
影
響

環
境
訴
訟
に
与
え
る
影
響
の
構
成
要
素
と
し
て
、
畠
山
は
、（
ａ
）
原
告
適
格
の
拡
大
・（
ｂ
）
裁
量
統
制
基
準
の
明
示
・（
ｃ
）
立

証
責
任
の
転
換
を
挙
げ
る
。
ま
ず
、（
ａ
）
原
告
適
格
の
拡
大
に
つ
い
て
、「
環
境
訴
訟
の
原
告
適
格
の
範
囲
は
、
合
衆
国
の
場
合
、
も

と
も
と
わ
が
国
と
比
較
に
な
ら
な
い
く
ら
い
に
広
い
が
、
公
共
信
託
理
論
は
、
そ
の
範
囲
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
公
共
信
託
の
趣
旨
に
反
し
て
海
浜
等
の
公
共
的
な
利
用
を
妨
害
す
る
行
為
は
、
公
共
信
託
資
源
の
委
託
者
で
あ
る
州
民
（
あ
る

い
は
合
衆
国
民
）
の
権
利
侵
害
に
な
り
う
る
」（
⑦’
M
arks
v.W
hitney
も
指
摘
す
る(49
)）。
ま
た
、
公
共
信
託
法
理
は
、
州
政
府
や
自

治
体
に
対
し
て
、
公
共
的
な
利
用
を
積
極
的
に
保
護
し
、
妨
害
行
為
を
排
除
す
べ
き
義
務
を
課
す
か
ら
、
州
政
府
や
自
治
体
に
も
、
当

然
、
原
告
適
格
が
認
め
ら
れ
る
。
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次
に
、（
ｂ
）
裁
量
統
制
基
準
の
明
示
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
信
託
財
産
の
譲
与
や
転
用
は
州

議
会
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
管
理
は
州
政
府
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。
裁
判
所
は
、
州
政
府
の
行
為
に
つ
い
て
、
恣
意
的
・
専
断

的
な
裁
量
権
行
使
が
な
い
か
ど
う
か
を
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
公
共
信
託
財
産
に
つ
い
て
、
管
理
者
に
は
、
通
常
の
財
産
よ
り
厳

格
な
注
意
義
務
が
課
さ
れ
る
。
ま
た
、
公
衆
が
自
由
に
使
用
し
て
き
た
公
共
的
資
源
を
私
人
に
譲
与
し
、
譲
与
に
よ
っ
て
使
用
方
法
が

制
限
的
に
な
る
よ
う
な
再
配
分
を
行
っ
た
り
、
公
衆
に
よ
る
使
用
を
狭
い
私
的
集
団
に
服
さ
せ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
政
府

の
す
べ
て
の
行
為
を
常
に
相
当
な
疑
い
を
持
っ
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
①
イ
リ
ノ
イ
セ
ン
ト
ラ
ル
事
件
）。
そ
し
て
、
決
定

を
裏
付
け
る
詳
細
な
文
書
・
効
果
的
な
公
聴
会
の
開
催
・
代
替
案
の
検
討
な
ど
を
受
託
者
に
要
求
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
厳
し
く
吟

味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(50
)。
さ
ら
に
、
④
State
v.Public
Service
Com
m
ission
が
挙
げ
る
五
つ
の
考
慮
要
素
や
Payne
v.

K
asaab
が
挙
げ
る
具
体
的
基
準(51
)な
ど
、
公
共
信
託
法
理
に
独
自
の
理
論
が
発
展
し
て
い
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
、（
ｃ
）
立
証
責
任
の
転
換
に
つ
い
て
、
畠
山
は
、
州
環
境
権
法
が
、
立
証
責
任
の
転
換
を
図
っ
て
い
た
が
、
明
文
規
定
が

な
い
場
合
に
は
こ
の
主
張
は
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
と
思
わ
れ
る
と
指
摘
す
る(52
)。

(⚑
)
See
Joseph
L.Sax,T
he
Public
T
rustD
octrine
in
N
aturalR
esource
Law
:
E
ffective
JudicialIntervention,68
M
ich.L.

Rev.471,489
(1970)(hereinafter
E
ffective
Judicial
Intervention).

(⚒
)
原
田
尚
彦
「
公
物
管
理
行
為
と
司
法
審
査
―
自
然
公
物
の
利
用
権
と
環
境
権
に
関
連
し
て
―
」『
環
境
権
と
裁
判
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
七

年
）
九
一
―
一
二
三
頁
、
木
村
実
「
公
共
信
託
理
論
の
検
討
」『
土
地
環
境
法
の
理
論
―
土
地
環
境
規
制
と
行
政
責
任
の
研
究
―
』（
ぎ
ょ
う
せ

い
、
一
九
七
八
年
）
一
〇
三
―
一
四
六
頁
。
畠
山
武
道
『
ア
メ
リ
カ
の
環
境
保
護
法
』（
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
二
年
）。
荏
原
明

則
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
水
・
沿
岸
・
公
有
地
の
利
用
と
管
理
」『
公
共
施
設
の
利
用
と
管
理
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）
二
九
―
四
七

頁
。
横
山
丈
太
郎
「
環
境
行
政
訴
訟
の
本
案
勝
訴
要
件
と
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
是
正
-米
国
police
pow
er
及
び
public
trust
doctrine
の

概
念
を
参
考
に
し
て
」
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
七
二
･七
三
巻
四
一
六
頁
（
二
〇
一
四
年
）。
公
園
や
森
林
も
公
共
信
託
法
理
の
適
用
範
囲
に
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含
め
る
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
鈴
木
光
『
ア
メ
リ
カ
の
国
有
地
法
と
環
境
保
全
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
も
重
要
な
先
行
研

究
で
あ
る
。

(⚓
)
SeeBarton
H
.T
hom
pson,Jr.,T
hePublicT
rustD
octrine:
A
ConservativeR
econstruction
&
D
efense,15
Se.Envtl.L.J.

47
(2006)[hereinafter
A
Conservative
R
econstruction].

(⚔
)
See
Barton
H
.T
hom
pson,Jr.,E
nvironm
ental
Policy
and
State
Constitutions:
T
he
Potential
R
ole
of
Substantive

G
uidance,
27
RU
T
GERs
L.J.863,871
(1996)[hereinafter
State
Constitutions].

(⚕
)
See
D
ave
O
w
en,T
he
M
ono
Lake
Case,T
he
Public
T
rustD
octrine,and
the
A
dm
inistrative
State,45
U
.C.D
avis
L.

Rev.1099
(2012)[hereinafter
the
A
dm
inistrative
State].

(⚖
)
大
阪
弁
護
士
会
環
境
権
研
究
会
『
環
境
権
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
七
三
年
）。

(⚗
)
See
JO
SEPH
L.SA
X
,DEFEN
D
IN
G
TH
E
EN
V
IRO
N
M
EN
T
:A
ST
RA
T
EGY
FO
R
CIT
IZEN
A
CT
IO
N
(1971).ジ
ョ
セ
フ
・
サ
ッ
ク
ス
（
山
川
洋

一
郎
・
高
橋
一
修
訳
）『
環
境
の
保
護
―
市
民
の
た
め
の
法
的
戦
略
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）。

(⚘
)
See
E
ffective
Judicial
Intervention,
at
475-476.畠
山
前
掲
九
一
―
九
六
頁
。

(⚙
)
See
Illinois
Central
R.Co.v.Illinois,146
U
.S.387
(1892).

(10
)
See
E
ffective
Judicial
Intervention,
at
489-491.

(11
)
『環
境
の
保
護
』
一
九
一
―
一
九
三
頁
。

(12
)
See
E
ffective
Judicial
Intervention,
at
491-497.

(13
)
『環
境
の
保
護
』
一
八
六
―
一
八
八
頁
。

(14
)
See
E
ffective
Judicial
Intervention,
at
495.

(15
)
See
E
ffective
Judicial
Intervention,
at
509-510.畠
山
前
掲
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

(16
)
『環
境
の
保
護
』
一
九
二
頁
。

(17
)
See
E
ffective
Judicial
Intervention,
at
516-519.『
環
境
の
保
護
』
一
八
八
頁
。

(18
)
See
275
W
is.A
t
118,81
N
.W
.2d
at
73.

(19
)
See
E
ffective
Judicial
Intervention,
at
516-519.
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(20
)
See
at
522-523.

(21
)
See
E
ffective
Judicial
Intervention,
at
528.畠
山
前
掲
七
八
―
七
九
頁
。

(22
)
See
E
ffective
Judicial
Intervention,
at
529-531.畠
山
前
掲
七
九
―
八
〇
頁
。

(23
)
See
Barton
T
hom
pson
Jr.,John
Leshy,Robert
A
bram
s,Sandra
Zellm
er,LEGA
L
CO
N
T
RO
L
O
F
W
A
T
ER
RESO
U
RCES,CA
SES

A
N
D
M
A
T
ERIA
LS,6th
ed.(2018)[hereinafter
LEGA
L
CO
N
T
RO
L],at
669-681.畠
山
前
掲
七
三
―
七
八
頁
。

(24
)
⑦’
M
arks
v.W
hitney
は
、
公
共
信
託
財
産
へ
の
侵
害
に
関
す
る
請
求
に
つ
い
て
、
一
般
公
衆
の
い
か
な
る
構
成
員
で
も
原
告
適
格
を

有
す
る
と
明
示
的
に
判
示
し
た
（
二
六
一
―
二
六
二
頁
）。
ま
た
、
Environm
entalD
efense
Fund,Inc.v.EastBay
M
un.U
tility
D
ist.

(1980)26
Cal.3d
183
[161
Cal.Rptr.466,605
P.2d
1]は
、
公
益
団
体
に
水
の
非
合
理
的
利
用
を
禁
止
す
る
訴
訟
の
原
告
適
格
を
認
め
た
。

一
般
公
衆
に
も
公
益
団
体
に
も
公
共
信
託
財
産
を
保
護
す
る
訴
訟
に
お
け
る
原
告
適
格
は
認
め
ら
れ
る
と
結
論
付
け
た
。

(25
)
See
People
v.Russ,132
Cal.102
(Cal.1901);People
v.Gold
Run
D
itch
and
M
ining
Co.,66
Cal.138
(Cal.1884).

(26
)
See
Illinois
Central
Railroad
Co.v.Illinois
146
U
.S.387
[36
L.Ed.1018,13
S.Ct.110](1892).

(27
)
See
People
v.California
Fish
Co.,166
Cal.576
[138
P.79](1913).

(28
)
See
Boone
v.K
ingsbury
206
Cal.148
[273
P.797](1928).

(29
)
See
26
Cal.3d
515,521
[162
Cal.Rptr.327,606
P.2d
362
(1980).

(30
)
See
People
v.Shirokow
,26
Cal.3d
301
(Cal.1980);Joslin
v.M
arin
M
un.W
ater
D
ist.,67
Cal.2d
132
(Cal.1967).

(31
)
See
LEGA
L
CO
N
T
RO
L,at680-681.A
lso
see
Erin
Ryan,T
he
Public
T
rustD
octrine,Private
W
ater
A
llocation,and
M
ono

Lake:
T
he
H
istoric
Saga
of
N
ational
A
udubon
Society
v.
Superior
Court,
45
Envtl.L.561
(2015),at
613-615.

(32
)
See
O
w
en,the
A
dm
inistrative
State,
at
1113.畠
山
前
掲
七
六
頁
。

(33
)
現
在
の
州
憲
法
一
〇
条
二
項
に
係
る
水
政
策
を
変
更
す
る
た
め
に
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
州
憲
法
改
正
が
必
要
と
な
る
。
州
議

会
は
、
州
水
法
改
正
に
よ
り
、
行
使
さ
れ
て
い
な
い
沿
岸
権
を
廃
止
し
よ
う
と
し
た
が
、
一
〇
条
二
項
が
沿
岸
権
の
存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
か

ら
、
州
最
高
裁
は
こ
の
改
正
を
違
憲
と
判
断
し
た
。
T
ulare
Irrigation
D
ist.v.Lindsay-Strathm
ore
Irrigation
D
ist.,45
P.2d
972,989

(Cal.1935).ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
州
憲
法
改
正
で
は
な
く
州
水
法
改
正
に
よ
っ
て
、
専
用
権
だ
け
で
は
な
く
沿
岸
権
に
つ
い
て
も
合
理
的
か
つ
有

益
的
使
用
を
原
則
と
す
る
流
水
占
用
規
制
が
行
わ
れ
る
旨
の
規
定
を
置
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
。
See
T
hom
pson,State
Constitutions,
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at
916-918.

(34
)
See
O
w
en,the
A
dm
inistrative
State,
at
1113-1114.

(35
)
See
T
hom
pson,A
Conservative
R
econstruction,at66
[fn116]は
、
民
主
的
議
論
を
促
進
す
る
司
法
介
入
の
在
り
方
と
し
て
、
多

数
意
見
よ
り
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
反
対
意
見
の
方
が
論
理
的
な
整
合
性
が
高
い
と
す
る
（
後
述
）。

(36
)
See
O
w
en,the
A
dm
inistrative
State,
at
1113-1114.

(37
)
松
本
充
郎
「
日
本
に
お
け
る
持
続
可
能
な
水
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
た
め
の
法
制
度
改
革
に
向
け
て
」
行
政
法
研
究
一
二
号
一
六
七
―
二
〇
四
頁

（
二
〇
一
六
年
）。

(38
)
｢洪
水
、
津
波
、
高
潮
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
が
防
止
さ
れ
」（
治
水
）・「
河
川
が
適
正
に
利
用
さ
れ
、
流
水
の
正
常
な
機
能
が
維
持
さ

れ
」（
利
水
）・「
河
川
環
境
の
整
備
と
保
全
」（
環
境
）
の
総
合
的
管
理
（
河
川
法
一
条
）
お
よ
び
「
事
業
計
画
が
土
地
の
適
正
且
つ
合
理
的
な

利
用
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」（
土
地
収
用
法
二
〇
条
三
号
。
事
業
認
定
要
件
）
参
照
。

(39
)
前
者
の
例
と
し
て
、
東
京
高
判
昭
和
四
八
年
七
月
一
三
日
行
集
二
四
巻
六
・
七
号
五
三
三
頁
［
日
光
太
郎
杉
事
件
］・
札
幌
地
判
平
成
九

年
三
月
二
七
日
・
判
例
時
報
一
五
九
八
号
三
三
頁
［
二
風
谷
ダ
ム
事
件
］、
後
者
の
例
と
し
て
、
獅
子
島
事
件
最
判
平
成
一
九
年
一
二
月
七
日

民
集
六
一
巻
九
号
三
二
九
〇
頁
等
が
あ
る
。

(40
)
See
T
hom
pson,A
Conservative
R
econstruction.

(41
)
河
川
法
（
一
九
九
七
年
改
正
後
）
の
原
告
適
格
お
よ
び
訴
え
の
利
益
に
つ
き
、
長
野
地
判
平
成
一
六
年
三
月
二
六
日
（
裁
判
所
W
eb）

を
参
照
（
内
水
面
漁
協
組
合
員
の
訴
え
の
利
益
お
よ
び
地
元
住
民
の
原
告
適
格
［
個
別
保
護
要
件
］
を
否
定
。
却
下
）。

(42
)
See
A
ntonio
Rossm
ann,Public
T
rustin
A
ppropriated
W
aters:
California
Suprem
e
CourtD
ecides
M
ono
Lake
Case,

13
ELR
10109,1983.

(43
)
畠
山
前
掲
一
一
八
―
一
三
〇
頁
お
よ
び
一
四
〇
―
一
四
四
頁
。

(44
)
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
憲
法
は
次
の
よ
う
な
環
境
権
修
正
条
項
を
持
つ
。「
州
民
は
、
清
浄
な
空
気
や
水
に
対
す
る
、
そ
し
て
、
環
境
が
有

す
る
自
然
的
、
景
観
的
、
歴
史
的
、
お
よ
び
、
審
美
的
な
価
値
の
保
護
に
対
す
る
、
権
利
を
有
す
る
。
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
の
公
共
的
自
然
資

源
は
、
ま
だ
存
在
し
な
い
将
来
世
代
を
ふ
く
む
全
州
民
の
共
有
財
産
で
あ
る
。
州
は
、
こ
れ
ら
の
資
源
の
受
託
者
と
し
て
、
全
州
民
の
利
益
の

た
め
に
そ
れ
ら
を
保
護
お
よ
び
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
Pa.Const.A
rt.1,§
27［
第
一
編
二
七
条
］）。
畠
山
前
掲
二
〇
頁
。
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(45
)
原
田
前
掲
一
〇
九
―
一
一
〇
頁
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

(46
)
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
は
、
イ
リ
ノ
イ
セ
ン
ト
ラ
ル
判
決
を
忠
実
に
適
用
し
て
き
た
州
で
あ
る
と
す
る
。
畠
山
前
掲
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

(47
)
See
E
ffective
Judicial
Intervention,
at
486-487.

(48
)
②
に
つ
い
て
は
、「
公
共
信
託
理
論
を
海
浜
以
外
の
公
共
公
園
に
適
用
し
た
こ
と
、
従
前
の
公
共
的
利
用
に
強
い
保
護
を
与
え
た
こ
と
、

立
法
府
は
、
利
用
の
変
更
に
対
す
る
責
任
を
明
示
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
な
く
、
利
用
の
変
更
を
授
権
し
え
な
い
こ
と
、
な
ど
を
明
ら
か
に
し

た
点
で
、
極
め
て
重
要
な
判
決
と
い
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
畠
山
前
掲
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
。

(49
)
畠
山
前
掲
一
二
七
頁
。

(50
)
See
O
brecht
v.N
ational
Gypsum
Co.361
M
ich.399,105
N
.W
.2d
143
(1960).

(51
)
See
11
Pa.Cm
w
lth.14,312
A
.2d
86
(1973),aff"
d
is
68
Pa.226,361
A
.2d
263
(1976).

(52
)
畠
山
前
掲
一
二
八
―
一
二
九
頁
。

米国法における公共信託法理の半世紀（一）

(阪大法学) 70 (2-89）309〔2020.⚗〕


